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【
要
約
】
　
従
来
、
西
晋
恵
農
期
の
政
治
に
関
し
て
は
、
同
時
期
に
発
生
し
た
所
謂
八
王
の
乱
の
研
究
が
主
流
で
あ
り
、
純
粋
な
恵
帝
期
の
政
治
史
研
究
と

い
う
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
充
分
に
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
恵
帝
の
治
世
の
前
半
期
（
二
九
〇
～
三
〇
〇
）
の
政
治
史
を
分
析
し
、
こ

の
期
間
に
お
け
る
恵
帝
の
権
威
と
買
屑
の
関
係
の
解
明
を
目
指
し
た
。
賛
后
は
無
謬
か
ら
手
詔
を
入
手
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
軍
を
動
員
し
、
ク
ー
デ
タ
ー

を
起
こ
し
て
楊
駿
・
汝
南
職
階
・
衛
瑠
ら
を
殺
害
す
る
こ
と
で
実
権
を
掌
握
し
た
。
そ
の
後
の
政
治
に
お
い
て
は
、
詔
（
特
に
手
下
）
の
発
令
権
を
実
質

的
に
掌
握
し
、
ま
た
外
戚
・
宙
官
を
利
用
し
て
、
朝
臣
に
対
す
る
自
ら
の
優
位
を
確
保
し
た
。
し
か
し
、
下
山
倫
と
そ
の
腹
心
の
孫
秀
ら
が
詔
の
偽
造
に

よ
っ
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
質
后
は
倒
さ
れ
る
。
以
後
、
彼
ら
は
詔
を
偽
造
し
て
政
敵
を
廃
除
し
、
趙
王
倫
の
皇
帝
即
位
後
は
、
孫

秀
が
手
詔
を
自
ら
作
成
し
政
治
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
皇
帝
の
権
威
は
残
っ
た
も
の
の
、
皇
帝
の
詔
に
よ
っ
て
臣
下
に
命
令
を
下
し
、
ま
た
会
議
に

お
い
て
裁
可
を
下
す
と
い
っ
た
政
治
上
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
四
巻
穴
号
　
二
〇
＝
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
太
煕
元
年
（
二
九
〇
年
）
四
月
、
西
前
の
初
代
皇
帝
武
帝
（
司
馬
炎
）
が
死
去
し
、
皇
太
子
衷
が
即
位
す
る
（
聖
帝
）
。
恵
帝
の
治
世
は
光
煕

元
年
（
三
〇
六
年
）
六
月
に
死
去
す
る
ま
で
の
一
六
年
間
に
及
ぶ
が
、
こ
の
間
に
は
、
統
治
能
力
を
欠
く
恵
帝
の
も
と
で
、
尊
墨
・
外
戚
・
宗

室
諸
王
ら
に
よ
る
紛
争
・
内
乱
が
続
発
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
八
王
の
乱
と
総
称
さ
れ
る
。
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八
王
の
乱
は
、
理
事
の
即
位
と
ほ
ぼ
同
時
に
発
生
し
、
し
か
も
乱
の
主
体
と
な
っ
た
の
が
、
皇
后
・
外
戚
や
、
皇
帝
と
血
縁
関
係
に
あ
る
宗

室
諸
王
で
あ
っ
た
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
た
め
に
、
長
ら
く
そ
の
発
生
原
因
の
解
明
が
、
特
に
中
国
に
お
い
て
、
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
の
結
果
、
宗
室
諸
王
の
封
国
の
軍
事
力
や
都
督
制
と
い
っ
た
軍
事
制
度
な
ど
の
制
度
的
要
因
、
貴
族
制
や
政
治
の
腐
敗
、
寒
人
の
権
力
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

志
向
と
い
っ
た
政
治
・
社
会
的
要
因
な
ど
が
、
こ
れ
ま
で
に
八
王
の
乱
発
生
の
根
本
原
因
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
八
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

乱
は
単
～
の
原
因
か
ら
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
複
数
の
要
因
が
重
な
っ
て
発
生
し
た
と
す
る
研
究
も
あ
る
。

　
日
本
に
お
い
て
は
、
八
王
の
乱
の
発
生
原
因
の
他
に
、
そ
の
特
質
・
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
岡
崎
文
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

氏
は
、
八
王
の
乱
を
「
利
慾
を
主
と
す
る
家
族
群
の
争
闘
」
と
理
解
し
、
こ
れ
を
受
け
谷
川
道
雄
氏
は
、
宗
室
諸
王
の
持
つ
軍
事
力
が
西
晋
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

朝
の
公
権
を
支
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
私
権
化
す
る
方
向
に
働
い
た
結
果
が
八
王
の
乱
で
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
安
田
二
郎
氏
は
、
個

人
の
も
つ
利
欲
性
を
肯
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
自
己
実
現
を
追
求
す
る
傾
向
が
、
「
浮
競
」
の
風
潮
を
現
出
し
、
そ
れ
が
よ
り
露
骨
に
突
出
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

社
会
現
象
と
し
て
具
現
化
し
た
結
果
が
八
王
の
乱
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
成
果
を
受
け
、
八
王
の
乱
の
本
質
を
さ
ら
に
究
明
し
た
の
が

福
原
啓
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
乱
を
主
導
し
た
皇
盾
・
外
戚
・
宗
室
諸
王
の
原
動
力
と
な
っ
た
要
素
を
、
実
権
を
掌
握
し
た
皇
后
・
外
戚
・
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

室
諸
王
に
よ
る
公
権
の
私
権
化
に
対
す
る
、
公
権
の
回
復
を
望
む
輿
論
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
主
に
当
時
の
社
会
情
勢
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
八
王
の
乱
の
本
質
を
捉
え
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
八
王
の
乱
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
有
益
で
あ
る
が
、
｝
般
的
に
西
下
の
恵
帝
期
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
関
心
が

八
王
の
乱
に
集
申
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
政
治
・
社
会
が
混
乱
し
て
い
た
時
代
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
研
究
手
法

に
も
問
題
が
あ
る
。
八
王
の
乱
は
当
初
洛
陽
城
内
の
ク
ー
デ
タ
ー
や
武
力
衝
突
で
あ
っ
た
が
、
斉
王
問
の
挙
兵
（
三
〇
一
年
）
以
後
、
地
方
に

幸
運
し
た
宗
室
諸
王
と
洛
陽
の
宗
室
諸
王
の
対
立
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
し
か
し
従
来
の
先
行
研
究
は
、
こ
う
し
た
武
力
衝
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
規
模
や
時
期
な
ど
の
差
を
あ
ま
り
重
視
せ
ず
に
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
大
の
問
題
は
、
先
行
研
究
の
多
く
が
八
王
の
乱
を

考
察
対
象
と
し
、
個
々
の
ク
ー
デ
タ
ー
や
武
力
衝
突
の
分
析
に
固
執
し
た
た
め
、
愚
母
期
の
政
治
史
研
究
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
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あ
る
。
「
乱
」
を
自
明
の
前
提
と
し
て
個
々
の
ク
ー
デ
タ
ー
や
武
力
衝
突
の
み
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
材
料
と
し
て
発
生
原
因
や
特
質
を
解

明
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
政
治
史
の
一
要
素
と
し
て
扱
い
、
恵
予
期
の
政
治
の
実
態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
に
ほ
と

ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
恵
帝
期
の
政
治
史
を
考
察
対
象
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
恵
帝
期
の
う
ち
で
も
、
質

后
が
政
治
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
前
半
期
（
二
九
〇
～
三
〇
〇
）
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
頁
后
（
質
南
風
）
は
恵
帝
の
皇
后
で
あ
る
。
武
帝
泰
始
八
年
（
二
七
二
年
）
に
皇
太
子
妃
と
な
り
、
恵
帝
即
位
直
後
の
永
煕
元
年
（
二
九
〇
年
）

に
皇
后
に
冊
立
さ
れ
る
。
そ
の
翌
年
の
政
変
の
後
に
実
権
を
掌
握
し
、
そ
の
体
制
は
以
後
　
○
年
間
続
く
こ
と
と
な
る
。
永
康
元
年
（
三
〇
〇

年
）
四
月
、
宗
室
の
趙
王
倫
の
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
庶
人
に
お
と
さ
れ
、
や
が
て
死
を
賜
る
。
福
原
啓
郎
氏
は
著
書
に
お
い
て
、
こ

の
時
期
の
政
治
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
霜
融
体
制
に
お
け
る
太
望
事
駿
の
よ
う
な
輔
政
の
任
に
就
き
う
る
人
物
が
質
后
に
は
な
く
、
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

華
・
嚢
傾
・
王
女
の
よ
う
な
朝
臣
や
、
外
戚
の
質
模
ら
を
任
用
し
、
彼
ら
の
献
身
的
な
政
治
の
結
果
、
政
局
が
安
定
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、

頁
后
の
政
治
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
人
材
の
任
用
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
当
時
の
詔
や
恵
帝
自
身
の
持
つ
権
威
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
祝
総
斌
・
福
原
啓
郎
の
諸
氏
の
研

究
に
よ
り
、
八
王
の
乱
に
お
い
て
、
詔
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
や
、
「
矯
詔
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
宗
室
諸
王
が
恵
帝
の
擁
護
を
口

実
に
挙
兵
し
た
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
恵
帝
の
有
す
る
強
大
な
権
威
が
、
八
王
の
乱
の
各
局
面
に
お
い
て
大
き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
恵
帝
の
治
世
前
半
に
お
い
て
政
治
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
、
ま
た
責
后
と
ど
の
よ
う
に

関
係
し
た
の
か
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
明
し
た
研
究
は
い
ま
だ
に
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
主
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
詔
の
使
用
状
況
を
確

認
し
な
が
ら
、
賀
后
の
政
治
の
特
色
や
そ
の
意
義
な
ど
を
解
明
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
な
お
、
「
矯
詔
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
「
詔
に
仮
託
す
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
史
料
に
は
本
物
の
詔
の
使
用

で
も
「
矯
詔
」
と
表
現
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
史
料
に
「
矯
詔
」
と
あ
る
も
の
や
、
先
行
研
究
が
「
矯
詔
」
と
述
べ
て
い

る
も
の
以
外
は
、
極
力
「
矯
詔
」
の
語
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
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①
万
縄
楠
整
理
『
陳
寅
恪
魏
晋
南
北
朝
史
講
演
録
』
（
黄
博
識
社
、
一
九
八
七
年
）

　
は
、
太
康
元
年
（
二
八
○
年
）
に
実
施
さ
れ
た
州
郡
兵
の
撤
廃
に
よ
り
、
西
晋
王

　
朝
の
軍
事
力
の
う
ち
、
宗
室
諸
王
の
封
切
の
国
兵
の
比
重
が
高
く
な
っ
た
こ
と
を

　
八
王
の
乱
の
原
因
と
す
る
（
四
二
～
四
三
頁
）
。
ま
た
麿
長
擶
「
西
晋
分
封
与
宗

　
王
出
鎮
」
（
同
氏
著
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
拾
遺
㎞
中
華
瞥
周
、
一
九
八
三
年
、
一

　
二
三
～
｝
四
〇
頁
）
は
、
宗
室
諸
王
の
出
車
（
州
都
督
と
し
て
地
方
に
赴
く
こ

　
と
）
を
八
王
の
乱
の
原
因
と
見
る
。
な
お
楊
光
輝
「
西
晋
分
封
与
八
王
之
乱
」

　
（
南
中
国
史
研
究
㎞
　
～
九
二
九
一
～
）
は
、
武
帝
期
の
書
始
元
年
（
二
六
五
年
）
、

　
成
下
三
年
（
二
七
七
年
）
、
太
康
　
○
年
（
二
八
九
年
）
の
各
年
に
行
わ
れ
た
一

　
斉
封
建
に
よ
っ
て
武
装
直
系
の
皇
子
王
と
傍
系
の
宗
室
諸
王
と
の
間
に
矛
盾
が
発

　
生
し
、
そ
の
門
派
が
恵
三
期
に
至
っ
て
皇
位
・
皇
統
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
の
が
八

　
王
の
乱
で
あ
っ
た
と
す
る
。

②
何
吉
賢
「
試
論
入
王
之
乱
爆
発
的
原
因
」
（
凹
河
北
師
範
大
学
学
報
㎞
一
九
八
～

　
…
四
）
、
羅
宏
瞥
「
『
八
亜
型
乱
幽
爆
発
原
因
甥
議
」
（
凹
天
津
社
会
科
学
』
～
九
八

　
五
－
五
）
は
、
貴
族
・
政
治
の
腐
敗
、
思
想
の
頽
廃
な
ど
を
八
王
の
乱
発
生
の
原

　
因
と
す
る
。
ま
た
周
芸
・
高
遠
「
重
量
『
八
王
濁
乱
幅
原
基
新
釈
扁
（
門
柳
占
師
専

　
学
報
㎞
～
五
－
一
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
貴
族
制
の
も
と
で
の
君
主
専
制
政
治
の
在

　
り
方
に
発
生
原
因
を
求
め
る
。
ま
た
八
王
の
乱
に
お
け
る
寒
露
の
動
向
に
注
目
し

　
た
研
究
と
し
て
、
劉
馳
「
八
王
之
乱
中
的
豊
門
人
士
」
（
同
氏
著
『
六
朝
士
族
探

　
丑
日
中
央
広
共
電
視
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
五
～
四
四
頁
）
が
あ
る
。

③
韓
国
磐
噸
魏
晋
南
北
朝
史
綱
』
（
人
民
繊
版
社
、
～
九
八
三
年
）
＝
δ
頁
、

　
湯
勤
福
「
八
叢
叢
乱
爆
発
原
因
新
探
」
（
噌
中
州
学
刊
撫
一
九
八
七
一
六
）
参
照
。

　
な
お
、
中
国
に
お
け
る
入
王
の
乱
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
景
有
泉
・
李
春
祥

　
「
西
晋
隅
八
王
畿
乱
』
爆
発
原
因
研
究
述
倉
皇
（
『
中
国
史
研
究
動
能
趨
　
一
九
九
七

　
一
五
）
、
林
校
生
『
「
八
王
命
鷲
鼻
叢
稿
』
（
福
建
入
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

　
＝
～
二
～
二
頁
参
照
。

④
岡
崎
文
夫
噸
魏
晋
南
北
朝
通
史
㎞
（
弘
文
堂
、
一
九
三
二
年
）
一
〇
九
頁
参
照
。

⑤
谷
川
道
雄
『
世
界
帝
国
の
形
成
㎞
（
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
一
〇
〇
頁
参
照
。

⑥
畜
二
郎
「
全
の
乱
を
め
ぐ
っ
て
1
人
問
学
的
考
察
の
試
み
⊥
（
署

　
古
平
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
㎞
四
、
～
九
七
六
年
、
同
氏
著
『
六
朝
政
治
史
の
研

　
究
睡
｛
県
都
大
帯
ず
学
榔
何
出
版
A
試
、
　
工
○
〇
一
二
年
、
　
一
山
ハ
＝
一
～
二
〇
一
頁
　
（
第
～
二
章
・

　
「
八
王
の
乱
と
東
鶉
の
外
戚
」
）
）
参
照
。

⑦
福
原
啓
郎
門
八
王
の
乱
の
本
質
偏
（
『
東
洋
史
研
究
㎞
四
一
一
三
、
一
九
八
二

　
年
）
参
照
。

⑧
こ
の
他
、
竹
園
卓
央
「
入
王
の
乱
に
関
す
る
～
考
察
扁
（
『
東
北
大
学
東
洋
史
論

　
集
㎞
七
、
一
九
九
八
年
）
、
渡
邊
義
浩
「
西
晋
畷
儒
教
国
家
幅
の
限
界
と
八
王
の

　
猷
」
（
『
東
洋
研
究
』
一
七
四
、
二
〇
〇
九
年
、
同
氏
著
魍
西
晋
「
儒
教
国
家
」
と

　
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
二
八
三
～
三
〇
五
頁
）
な
ど
も
参
照
。

⑨
八
王
の
乱
の
各
局
面
を
均
質
的
な
も
の
と
考
え
、
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
く
と

　
い
う
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
邊
義
浩
氏
が
「
複
雑
な
乱
の
構
造
を
把
握
で

　
き
ま
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
前
掲
渡
邊
義
浩
「
西
晋
『
儒
教
国
家
』
の
隈
界
と

　
八
王
の
蹴
」
参
照
。

⑩
唖
晋
書
㎞
巻
三
～
后
妃
繋
筋
恵
買
皇
后
条
に
よ
る
。
詳
細
は
小
池
直
子
「
買

　
南
風
婚
姻
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
㎞
二
七
、
二
〇
〇
三
年
）
、
門
買
充

　
出
鎮
－
西
晋
泰
始
年
間
の
派
閥
抗
争
に
関
す
る
一
試
論
1
」
（
噸
集
刊
東
洋

　
学
㎞
八
五
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

⑪
　
福
原
啓
郎
『
西
晋
の
武
帝
司
馬
炎
㎞
（
白
帝
社
、
一
九
九
五
年
）
二
〇
九
～
二

　
一
〇
頁
参
照
。

⑫
合
子
五
官
八
王
之
乱
㎞
爆
発
原
因
軽
羅
」
（
『
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科

　
学
版
）
㎏
、
一
九
八
○
一
六
、
同
氏
著
『
材
不
材
斎
史
学
叢
雲
』
申
中
書
局
、
二
〇

　
〇
九
年
、
二
三
一
～
一
一
五
六
頁
）
、
福
原
啓
郎
「
西
門
代
宗
室
諸
王
の
特
質
－

　
八
王
の
乱
を
手
掛
り
と
し
て
一
」
（
噸
史
林
㎞
六
八
－
二
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

　
ち
な
み
に
祝
総
斌
氏
は
、
八
王
の
乱
発
生
の
原
因
を
、
武
帝
に
よ
る
皇
位
継
承
者

　
と
郵
政
大
臣
の
選
定
の
失
敗
と
す
る
。
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⑬
例
え
ば
隅
漢
書
㎞
の
「
矯
制
」
の
語
に
つ
い
て
、
顔
師
古
は
、
「
矯
、
託
也
。

　
託
奉
制
詔
蒲
行
之
」
（
巻
五
〇
汲
糖
伝
注
）
、
「
橋
与
矯
同
、
其
字
従
手
。
矯
制
、

託
称
詔
命
也
」
（
巻
六
六
劉
屈
薙
伝
注
）
と
解
釈
す
る
。

第
【
章
　
恵
帝
邸
位
直
後
の
政
変

西晋恵帝期の政治における買后と詔（田中〉

　
八
王
の
乱
は
、
黒
子
即
位
の
翌
年
で
あ
る
永
平
元
年
三
九
一
年
）
三
月
の
、
恵
帝
の
皇
后
虚
血
（
質
南
風
）
に
よ
る
楊
駿
専
権
体
制
の
打

倒
よ
り
始
ま
る
。
楊
太
后
（
楊
並
）
の
父
親
で
あ
る
楊
駿
は
、
恵
帝
の
即
位
と
と
も
に
太
傅
・
大
都
督
と
な
り
、
専
権
体
制
を
構
築
し
た
が
、

頁
盾
は
早
く
も
そ
の
翌
年
に
腰
挿
の
打
倒
を
志
す
。
中
央
軍
の
殿
中
中
郎
の
孟
観
・
李
肇
は
、
以
前
よ
り
楊
駿
に
礼
遇
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

密
か
に
楊
駿
が
社
穫
を
危
う
く
し
て
い
る
と
護
上
し
た
。
ま
た
質
業
は
か
つ
て
舟
人
監
と
し
て
東
宮
に
て
自
身
に
壁
書
し
て
い
た
宙
官
の
董
猛

と
密
か
に
結
託
し
、
楊
太
后
の
廃
位
を
は
か
る
。
董
猛
は
孟
観
・
李
肇
と
結
託
し
、
さ
ら
に
李
肇
を
し
て
当
蒔
大
司
馬
・
督
予
州
諸
軍
事
と
し

て
許
昌
に
出
平
し
て
い
た
汝
南
王
亮
に
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
参
加
を
要
請
さ
せ
た
。
し
か
し
汝
南
王
亮
に
拒
絶
さ
れ
た
た
め
、
李
肇
は
同
じ
要
請

を
鎮
南
将
軍
・
都
督
世
世
諸
軍
事
の
楚
王
緯
に
行
い
、
楚
王
緯
は
こ
れ
に
同
意
す
る
。
楚
王
璋
は
楊
駿
に
入
朝
を
求
め
、
永
平
元
年
二
月
、
洛

陽
に
到
着
す
る
。
し
楚
王
璋
の
到
着
後
、
孟
観
・
李
肇
は
聖
帝
に
「
啓
」
し
、
夜
中
に
詔
を
作
ら
せ
、
戒
厳
令
を
敷
き
、
使
者
を
派
遣
し
て
楊
駿

の
官
位
を
剥
奪
し
、
就
第
を
命
じ
た
。
ま
た
宗
室
の
東
安
公
縣
は
殿
中
兵
（
中
央
軍
）
四
〇
〇
人
を
率
い
て
こ
れ
に
続
き
、
楊
駿
へ
の
攻
撃
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

開
始
す
る
。
楊
駿
は
厩
舎
へ
逃
れ
る
が
、
そ
の
途
上
で
殺
害
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
零
点
は
楊
太
后
の
失
脚
を
画
策
す
る
。
楊
太
后
は
楊
駿
が

ク
ー
デ
タ
ー
軍
の
攻
撃
を
被
っ
て
い
る
問
に
、
「
太
傅
（
豊
富
）
を
救
う
者
は
賞
有
ら
ん
」
と
記
し
た
吊
書
を
と
り
つ
け
た
矢
を
城
外
に
放
ち
、

楊
駿
の
救
援
を
は
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
知
っ
た
質
后
は
楊
太
后
が
反
逆
に
荷
担
し
た
と
宣
言
す
る
。
そ
の
後
、
詔
に
よ
り
楊
太
后
は
永
鷲
宮
に

送
ら
れ
る
が
、
質
后
は
有
司
に
働
き
か
け
、
恵
帝
に
対
し
楊
太
后
を
廃
す
る
よ
う
要
請
さ
せ
た
。
恵
帝
は
再
度
の
審
議
を
命
じ
た
が
、
有
司
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

楊
太
后
を
庶
人
に
お
と
す
よ
う
要
請
す
る
。
恵
帝
は
逡
巡
し
た
も
の
の
、
遂
に
こ
れ
を
許
可
し
た
。
楊
太
后
は
金
塘
城
に
送
ら
れ
、
餓
死
す
る
。

　
楊
氏
一
党
が
排
除
さ
れ
た
後
も
、
政
治
的
混
乱
は
な
お
も
続
く
こ
と
と
な
る
。
楊
駿
の
死
後
、
許
昌
か
ら
召
還
さ
れ
た
艶
話
王
亮
が
太
宰
に
、
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③

隠
棲
し
て
い
た
衛
瑳
が
太
保
に
、
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
、
と
も
に
録
尚
書
事
と
な
っ
て
町
政
の
任
に
つ
い
た
。
彼
ら
は
霊
鑑
璋
の
権
限
の
剥
奪
を

試
み
た
が
、
そ
の
計
画
を
知
っ
た
楚
王
璋
の
舎
人
の
言
言
は
、
長
史
の
公
孫
宏
と
と
も
に
、
当
時
積
学
将
軍
と
な
っ
て
い
た
李
肇
を
通
じ
、
楚

王
璋
の
命
と
偽
っ
て
買
后
に
汝
南
王
亮
・
衛
礎
を
読
古
し
た
。
元
康
元
年
（
二
九
一
年
、
楊
駿
殺
害
の
直
後
に
改
元
）
六
月
、
頁
后
は
こ
れ
を
受

け
て
恵
帝
に
詔
を
作
ら
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
准
南
王
允
・
長
沙
王
又
・
成
都
王
穎
を
宮
門
に
駐
屯
さ
せ
、
汝
南
下
穿
・
衛
灌
を
廃
す
る
よ
う
、

楚
王
璋
に
命
じ
た
。
詔
を
受
け
取
っ
た
楚
王
偉
は
、
『
一
書
』
巻
五
九
楚
王
璋
伝
に
、

　
　
　
（
楚
自
認
）
遂
に
本
軍
を
勒
し
、
復
た
認
を
矯
め
て
三
十
六
軍
を
召
し
、
手
令
も
て
諸
軍
に
告
げ
て
環
く
、
「
…
…
掛
竿
ち
詔
を
奉
じ
、
二
公
の
官
を
免

　
ず
。
吾
路
費
を
受
け
て
中
外
の
諸
軍
を
都
督
す
。
諸
も
ろ
の
直
衛
に
在
る
者
、
皆
な
厳
し
く
警
備
を
加
え
、
其
の
外
営
に
在
る
者
、
便
ち
相
い
領
す
る
を
率

　
　
い
、
径
ち
に
行
府
に
詣
れ
…
…
」
と
。
又
詔
を
矯
め
て
亮
・
灌
を
し
て
太
宰
・
太
保
の
印
綬
・
侍
中
の
紹
蝉
を
上
り
、
国
に
之
か
し
め
、
官
極
体
な
罷
め
て

　
之
を
遣
わ
す
。
又
詔
を
矯
め
て
亮
・
灌
の
官
属
を
赦
し
て
曰
く
、
「
二
公
潜
か
に
謀
り
、
社
穫
を
危
う
く
せ
ん
と
欲
し
、
今
免
じ
て
第
に
還
ら
し
め
ん
。
官

　
属
以
下
、
　
に
問
う
所
無
し
。
若
し
詔
を
奉
ぜ
ざ
れ
ば
、
便
ち
軍
法
も
て
事
に
従
え
。
能
く
領
す
る
所
を
率
い
先
ん
じ
て
出
降
す
る
者
は
、
侯
に
封
ぜ
ら
れ

　
賞
を
受
け
ん
。
朕
食
言
せ
ず
」
と
。
遂
に
亮
・
瑳
を
収
め
、
こ
れ
を
殺
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
詔
を
矯
め
（
矯
詔
）
」
て
「
三
十
六
軍
」
の
召
集
、
汝
南
王
亮
・
衛
灌
の
太
宰
・
太
保
の
印
綬
、
侍
中
の
　
蝉
冠
の
没
収
な

ど
を
立
て
続
け
に
実
施
し
、
最
後
に
は
汝
南
王
亮
・
衛
灌
を
収
監
し
、
処
刑
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
楚
王
緯
も
、
同
月
に
「
矯
詔
」
の
罪
に
よ

っ
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
岐
盛
は
楚
王
璋
に
、
軍
を
も
っ
て
買
后
の
外
戚
で
あ
る
頁
模
・
郭
彰
を
踏
殺
す
る
よ
う
進
言
し
た
が
、
楚
王

璋
は
決
行
を
た
め
ら
っ
た
。
事
態
を
憂
慮
し
た
恵
帝
は
、
張
華
の
提
案
に
従
い
、
平
塚
幡
に
よ
っ
て
諸
王
璋
に
率
い
ら
れ
た
中
央
軍
を
撤
退
さ

せ
、
楚
割
璋
を
捕
縛
し
た
。
処
刑
に
先
立
ち
楚
王
璋
は
、
懐
か
ら
青
紙
を
取
り
出
し
、
「
此
れ
詔
書
な
り
。
此
れ
を
受
け
て
行
い
、
社
稜
の
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
謂
う
も
、
今
更
ら
に
罪
と
為
る
」
と
、
監
刑
尚
書
の
劉
頒
に
う
っ
た
え
た
が
、
結
局
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
。
楚
王
璋
の
処
刑
に
よ
り
政
変
は

終
結
す
る
。

　
以
上
は
永
平
元
年
三
月
～
元
康
元
年
六
月
に
お
け
る
、
頁
后
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
経
緯
で
あ
る
が
、
買
后
が
事
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
特
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西晋恵帝期の政治における質后と詔（田中）

に
詔
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
最
初
の
楊
駿
打
倒
の
際
、
買
后
に
協
力
的
な
中
央
軍
の
孟
観
・
李
肇
が
「
啓
」
に
よ
っ
て
詔
を

　
　
　
　
　
⑤

入
手
し
て
お
り
、
二
王
璋
の
幕
僚
で
あ
っ
た
早
言
・
公
孫
宏
の
う
っ
た
え
を
受
け
た
と
き
も
、
恵
愛
に
詔
を
作
ら
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
応
え

て
い
る
。
ま
た
楊
太
后
を
庶
人
に
お
と
し
た
と
き
も
、
有
司
に
働
き
か
け
て
上
奏
さ
せ
、
恵
帝
の
裁
可
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ

し
楚
王
璋
が
軍
の
召
還
、
汝
南
王
亮
・
衛
瑳
の
印
綬
・
冠
の
没
収
な
ど
を
実
施
し
た
と
き
の
こ
と
に
つ
い
て
、
前
掲
の
『
晋
書
隔
楚
王
璋
伝
は

こ
れ
ら
を
「
矯
詔
」
と
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
頁
后
の
意
志
で
は
な
く
、
楚
馬
繋
の
独
断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
楚
常
器
が
処
刑
直
前
に

懐
か
ら
出
し
た
青
紙
の
詔
は
、
最
初
に
雄
蜂
・
公
孫
宏
の
主
張
を
入
れ
、
送
膳
が
恵
帝
に
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
も
っ
と

も
、
楚
王
璋
の
「
矯
詔
」
は
青
紙
の
詔
を
受
け
た
後
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
「
矯
詔
」
に
よ
る
行
動
は
、
必
ず
し
も
誓
紙
の
詔
の
主
旨
か
ら
逸
脱
し
た

も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
青
紙
の
詔
の
内
容
を
敷
街
・
拡
大
解
釈
し
、
そ
れ
を
命
令
と
し
て
発
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
「
矯
詔
」
と
さ
れ
た
の
か
も
知
れ

　
⑥

な
い
）
。

　
前
述
の
通
り
、
八
王
の
乱
に
お
け
る
詔
や
「
矯
評
し
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
祝
総
斌
・
福
原
啓
郎
の
両
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
祝
氏
は

八
王
の
乱
に
お
い
て
恵
帝
の
擁
護
や
宗
室
諸
王
に
よ
る
皇
位
の
纂
奪
（
趙
王
命
）
へ
の
反
対
を
名
目
に
し
、
或
い
は
「
矯
詔
」
に
よ
っ
て
ク
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

デ
タ
ー
や
挙
兵
が
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
西
晋
に
お
け
る
強
大
な
「
皇
権
」
を
見
出
し
た
。
福
原
氏
も
、
詔
・
「
矯
詔
」
・
鵬
虞
幡
な
ど
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
有
す
る
無
形
の
皇
帝
の
権
威
が
八
王
の
乱
の
周
面
に
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

た
だ
し
福
原
氏
は
、
費
后
の
詔
利
用
に
つ
い
て
、
『
晋
書
』
の
本
紀
な
ど
に
お
い
て
「
矯
詔
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
『
晋
書
』
に
お
い
て

「
矯
詔
」
と
表
現
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
恵
帝
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
詔
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
重
視
し
、
買
盾
の
こ
れ

ら
の
行
為
を
も
実
質
的
な
「
矯
詔
」
と
解
釈
す
る
が
、
こ
う
し
た
福
原
氏
の
理
解
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
一
連
の
政
変
に
お
け

る
詔
の
使
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
質
后
の
行
為
は
、
確
か
に
恵
帝
の
意
思
を
半
ば
無
視
し
た
行
為
で
は
あ
っ
た
が
♪
ク
ー
デ
タ
ー
に
際
し
て
は
、
常
に
恵
帝
か
ら
詔
を
引
き
出

し
て
い
る
。
最
初
の
楊
駿
謙
殺
に
お
い
て
、
質
后
の
意
を
受
け
た
孟
観
・
適
言
は
恵
帝
に
「
啓
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詔
を
手
に
入
れ
て
い
る
。
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中
村
圭
爾
氏
は
、
西
鼠
捕
（
特
に
武
帝
前
期
）
に
お
け
る
「
啓
」
に
よ
る
意
志
上
達
は
、
通
常
の
行
政
組
織
と
そ
の
運
営
に
お
け
る
正
常
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

志
伝
達
経
路
に
よ
ら
な
い
臣
下
の
私
的
な
意
向
の
上
申
の
場
合
が
多
い
と
主
張
す
る
。
孟
観
・
李
肇
が
夜
中
の
う
ち
に
私
的
に
亡
帝
に
詔
を
要

請
し
た
と
な
る
と
、
こ
の
詔
は
、
豊
麗
直
筆
の
手
詔
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
汝
南
追
駆
・
衛
灌
の
免
官
・
処
刑
の
際
に
楚
王
璋
に
渡
さ
れ

た
詔
が
青
紙
の
詔
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

　
六
月
、
買
盾
詔
を
矯
め
工
費
璋
を
し
て
太
宰
汝
南
皇
典
・
太
保
蕾
陽
公
衛
罐
を
殺
さ
し
む
。
（
『
薬
指
鼠
巻
四
恵
帝
紀
永
平
元
年
六
月
条
）

　
　
（
質
盾
）
姦
濫
の
緯
と
隙
有
る
を
聞
き
、
遂
に
瑳
亮
と
伊
・
覆
の
事
を
為
さ
ん
と
欲
す
と
堪
り
、
帝
に
啓
し
て
手
詔
を
作
ら
し
め
、
璋
を
し
て
罐
等
の
官

　
を
免
ぜ
し
む
。
（
『
晋
書
撫
巻
三
六
衛
灌
伝
）

　
…
…
反
れ
ど
も
后
之
を
察
せ
ず
、
聖
帝
を
し
て
詔
を
為
ら
し
め
て
曰
く
、
「
太
宰
・
太
保
伊
・
覆
の
事
を
為
さ
ん
と
欲
し
、
王
宜
し
く
詔
を
宣
し
、
准

　
南
・
長
沙
・
成
都
王
を
し
て
宮
の
直
門
に
屯
せ
し
め
、
二
公
を
廃
せ
」
と
。
夜
に
黄
門
を
し
て
齎
し
以
て
璋
に
授
け
し
む
。
（
『
晋
書
臨
巻
五
九
楚
王
璋
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
『
僻
書
』
の
本
紀
・
列
伝
で
詔
に
関
す
る
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
晋
書
』
の
恵
帝
紀
に
は
費
后
の
「
矯
詔
」
の

内
容
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
組
長
伝
・
聖
王
璋
伝
の
記
述
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
列
伝
の
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
、
「
詔
」
・
「
手
詔
」
と
表
現
の
差
違
が
見
ら
れ
る
が
、
当
時
の
青
紙
の
詔
を
、
冨
谷
至
芸
は
皇
帝
直
筆
の
手
詔
と
解
釈
し
、
ま
た
福
原
啓
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

氏
も
薬
王
璋
に
わ
た
さ
れ
た
詔
を
「
恵
帝
自
筆
に
か
か
る
詔
救
」
と
す
る
。
こ
の
と
き
使
用
さ
れ
た
詔
も
、
恵
帝
の
手
詔
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
貰
后
は
恵
帝
の
手
詔
を
積
極
的
に
利
用
し
た
。
も
っ
と
も
、
さ
き
の
副
管
体
制
に
お
い
て
、
既
に
手
遅
を
利
用
し
た
政
敵
の

討
伐
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
武
帝
が
死
去
し
て
問
も
な
い
頃
、
楊
駿
は
前
年
に
大
司
馬
・
大
都
督
・
督
予
州
諸
軍
事
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
な

お
も
任
地
の
許
昌
に
赴
任
し
な
い
汝
南
王
亮
が
、
挙
兵
し
て
自
ら
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
、
『
群
書
』
巻
四
四
石
竪
伝
に
、

　
駿
大
い
に
催
れ
、
太
后
に
白
し
て
帝
を
し
て
手
傷
を
為
ら
し
め
、
竪
及
び
幡
豆
に
醸
し
て
陵
虐
を
率
い
て
亮
を
討
た
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
恵
帝
に
手
詔
を
書
か
せ
る
よ
う
揚
太
后
に
依
頼
し
、
そ
の
手
詔
を
も
っ
て
、
当
時
武
帝
の
陵
墓
築
造
の
監
督
に
当
た
っ
て
い
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西晋恵帝期の政治における買后と詔（N中）

　　　　　　　　　　　表一　曹魏及び西晋武帝期における手詔の使用例

王朝 皇帝 手詔の使用例 出典

青龍三年（235年）秋、病床にある中山王衰に、詔により 『三国志』武文世王

太医を遣わして診察させ、殿中・虎貰に手詔や珍膳を届 公伝

けさせる。

威刑の過度、宮殿造営を諌める徐宣の上疏に対し、手詔 『三国志』徐宣伝

をもって受け入れる。
明帝

危篤の際、中書監の胡乱より強制され、遺詔を作成（内 『三国志』明帝紀注

曹魏 容は燕王字らの免官）。 所引『漢晋春秋』

中書監劉放・中書令孫資、明帝に司馬灘の召還を進言。 『三国志』劉放伝注

明帝、公孫淵を滅ぼした司馬儲に園圃を発し、召還を命 細引弛言灘、ぎ晋
令。 書』宣帝紀

鍾会の母が甘露二年（257年）二月に病死し、その葬儀の 『三国逓鍾会伝注

高貴郷公 際、丁丁によって大将軍司馬昭に厚く贈贈を加えるよう

命令。

山濤が尚晋左丞の白褒の劾奏を受けた際、手詔によって 陪書』山険伝

白褒の劾奏を意に介せず、職務を続けるよう山濤を説得。

私意によって人材を推挙しているという山陰への批判を 『覚書』山濤伝

際き、手詔によって才能に基づいて選定するよう山溝に
戒告。

尚書令衛理の上奏文に「濤以微苦、久不視ll読。手詔頻煩、 階鰯山溝伝
丁丁順旨……」とある。

太康年間（280～290）の初め、山濤を尚書右僕射・散騎 『晋書』山濤伝

西晋 武帝
常侍に任命するが、山濤は老疾を理由に固辞。手詔によ

ﾁて慰留。

外戚の羊誘が死去し、手詔によって輔国大将軍、開府儀 ぎ晋鱗外戚伝

同三司を贈り、東園の秘曲、朝服一襲、銭三〇万，布一

○○匹を下賜。

災異を理由に辞職を願う魏鍔に対し、手詔をもって職務 『幕僚』魏鎌伝

に精励するよう説得。

太康年間宋、武帝が病から一調的に國復したことを朝臣 摺醤華表伝虹鱒
が祝った際、二丁が諌雷を行う。武帝、手詔をもってこ 驕伝

れに応える。
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た
石
竪
と
重
量
に
、
陵
墓
に
い
る
兵
を
率
い
て
汝
南
王
亮
を
討
伐
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
（
し
か
し
、
こ
の
と
き
は
石
竪
が
手
詔
を
保
持
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ま
ま
待
機
し
、
汝
南
王
亮
が
概
計
に
赴
任
し
た
た
め
、
戦
闘
は
発
生
せ
ず
、
事
な
き
を
得
た
）
。
こ
の
よ
う
に
、
恵
帝
の
即
位
直
後
に
お
い
て
は
、
皇
后

（
皇
太
后
）
・
外
戚
に
よ
っ
て
手
製
に
よ
る
政
敵
の
排
除
・
討
伐
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
皇
后
（
皇
太
后
）
・
外
戚
の
行
動

に
、
恵
帝
が
積
極
的
に
関
与
し
た
と
は
考
え
が
た
い
が
、
基
本
的
に
は
手
触
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
点
を
重
視
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
冨
谷
至
氏
は
青
紙
の
詔
（
手
量
）
に
つ
い
て
、
断
罪
・
諒
殺
な
ど
、
重
大
な
内
容
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
皇
帝
直
筆
の
詔
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
形
が
と
ら
れ
た
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、
一
連
の
政
変
に
お
い
て
手
書
は
氏
の
言
う
用
途
か
ら
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
本
来
手
鑑
に
、
こ
う

し
た
用
途
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
一
は
骨
細
か
ら
西
晋
武
賞
翫
に
か
け
て
の
手
記
の
用
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
判

明
す
る
よ
う
に
、
朝
臣
に
対
す
る
訓
戒
・
説
得
な
ど
の
用
途
か
ら
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
少
な
く
と
も
討
伐
の
目
的
か
ら
手
詔
が
利
用
さ

れ
た
例
は
確
認
で
き
な
い
。
特
に
武
慢
語
に
お
け
る
手
詔
の
使
用
例
に
注
目
す
る
と
、
羊
誘
へ
の
贈
官
以
外
は
、
全
て
特
定
の
朝
臣
に
対
す
る

訓
示
・
説
得
な
ど
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
手
詔
が
そ
も
そ
も
皇
帝
自
身
の
筆
に
よ
る
詔
で
あ
る
こ
と
や
、
武
帝
と
手
詔
を
受

け
る
朝
臣
の
二
者
間
の
や
り
と
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
手
詔
と
い
う
も
の
が
、
純
粋
な
公
文
書
で
は
な
く
、
私
信
と
し

て
の
性
格
を
も
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
一
方
で
は
曹
魏
に
お
い
て
危
篤
状
態
の
明
窓
が
、
中
書
監
劉
放
に
強
制
さ
れ
て
手
詔
を
作
成
し
、
そ
れ
に
よ
り
燕
王
子
ら
を
免
官
し

た
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
手
詔
が
朝
臣
の
免
官
や
討
伐
に
使
わ
れ
る
の
は
、
皇
帝
が
政
務
を
と
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ

る
と
き
（
も
し
く
は
、
皇
帝
に
統
治
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
）
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
来
手
離
に
そ
の
よ
う
な
用
途
は
な
か
っ
た
が
、

こ
の
時
期
の
皇
后
（
皇
太
后
）
・
外
戚
は
、
恵
帝
の
無
能
を
い
い
こ
と
に
、
手
記
を
利
用
し
て
政
敵
の
免
官
や
討
伐
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た

こ
れ
に
よ
っ
て
、
手
詔
の
持
つ
権
威
や
効
力
が
格
段
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
祝
・
福
原
の
両
氏
は
、
八
王
の
乱
に
お
け
る
詔
の
利
用
や
「
矯
詔
」
な
ど
か
ら
、
強
大
な
皇
帝
の
権
威
を
見
出
し
た
が
、
一
連
の
政
変
に
お

い
て
叢
叢
や
楊
太
盾
・
楊
駿
が
あ
く
ま
で
手
詔
を
利
用
し
た
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
恵
帝
の
治
世
の
前
半
に
お
い
て
実
権
を
掌
握
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西晋恵帝期の政治における賛后と詔佃中）

し
た
の
が
、
宗
室
諸
王
で
は
な
く
皇
后
（
皇
太
后
）
・
外
戚
で
あ
っ
た
の
は
、
皇
帝
の
権
威
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
命
令
文
書
と
し
て
の
実
体
を

持
つ
本
物
の
詔
（
特
に
皇
帝
直
筆
の
手
詔
）
を
入
手
・
利
用
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
は
恵
帝
の
無
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

権
威
だ
け
で
は
な
く
、
臣
下
に
命
令
を
下
す
と
い
う
政
治
的
役
割
も
、
依
然
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
来
極
め
て

限
定
的
な
用
途
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
手
詔
を
、
皇
后
（
皇
太
后
）
・
外
戚
が
実
権
掌
握
・
政
敵
排
除
を
目
的
と
し
て
、
軍
の
動
員
に
利
用
し
た

こ
と
が
、
詔
（
手
詔
）
の
性
質
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。

　
①
咽
韻
書
蜘
巻
雲
〇
愚
婦
伝
、
噸
資
治
通
鑑
㎞
巻
ム
＝
兀
康
元
年
正
月
条
参
照
。
　

⑨
中
村
圭
爾
「
三
国
両
晋
に
お
け
る
文
書
姫
鱒
蝕
の
成
立
と
展
開
」
（
『
古
代
文

　
②
㎎
晋
書
』
拳
三
后
妃
伝
上
武
悼
楊
皇
后
条
参
照
。
　
　
　
　
　
化
』
五
～
一
一
〇
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

　
③
『
晋
晋
』
巻
四
丁
帝
紀
永
平
元
年
三
月
条
、
巻
三
六
衛
書
伝
、
巻
五
九
汝
　
⑩
冨
谷
至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
一
書
記
の
文
化
史
1
㎞
（
岩
波

　
　
南
王
黒
影
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
〇
～
二
〇
三
頁
、
『
文
害
行
政
の
漢
帝
国
－
木

　
④
明
晋
害
㎞
巻
五
九
重
版
緯
伝
、
『
太
平
御
覧
』
巻
五
九
三
所
無
二
隠
噸
晋
書
㎞
　
　
簡
・
竹
簡
の
時
代
1
㎞
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
二
五
～
二
八

　
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
参
照
。

⑤
八
王
の
乱
に
お
け
る
中
央
軍
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
張
金
龍
門
入
王
之
乱
与
禁

　
衛
軍
権
」
（
『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
三
！
四
、
同
氏
著
『
魏
晋
南
北
朝
禁
衛
武
官
制

　
度
研
究
師
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
上
冊
…
二
山
ハ
七
～
三
〇
〇
百
ハ
）
参
昭
一
。

⑥
『
唐
章
疏
議
』
詐
欺
律
に
は
「
諸
軍
曹
罫
書
及
増
減
者
、
絞
（
注
一
口
詐
伝
及

　
口
増
減
、
亦
是
也
と
と
あ
り
、
黒
甜
で
は
、
「
増
減
」
・
「
口
増
減
」
も
門
詐
為
制

　
書
」
・
「
口
詐
伝
」
と
同
等
に
罰
せ
ら
れ
た
。

⑦
祝
総
斌
轟
八
王
之
乱
』
爆
発
原
因
試
探
」
（
前
掲
）
参
照
。

⑧
福
原
啓
郎
「
西
晋
代
宗
室
諸
王
の
特
質
」
（
前
掲
）
参
照
。

第
二
章
　
元
康
年
問
の
政
治

⑪
福
原
啓
郎
「
西
晋
代
宗
室
諸
王
の
特
質
」
（
前
掲
）
参
照
。

⑫
『
晋
書
』
巻
四
四
石
堕
伝
参
照
。

⑬
冨
谷
至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
馳
（
前
掲
）
二
〇
三
頁
参
照
。

⑭
権
威
が
他
者
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
例
は
、
皇
帝
だ
け
で
な
く
、
宗
室
諸
王
の

　
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
前
述
の
岐
盛
・
公
孫
宏
が
楚
王
璋
の
命
と
偽
っ
て

　
質
后
に
汝
南
王
亮
・
衛
灌
を
読
訂
し
た
こ
と
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
ま
た
楚
王
璋

　
が
軍
の
動
員
に
自
ら
の
手
令
を
用
い
た
よ
う
に
、
宗
室
諸
王
の
手
摺
も
直
筆
で
あ

　
る
が
ゆ
え
の
特
別
な
効
力
を
有
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
賞
后
が
聖
王
璋
を
処
刑
し
た
後
、
新
た
な
政
権
が
構
築
さ
れ
る
が
、
こ
の
政
権
は
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

元
康
元
年
（
二
九
一
年
）
六
月
か
ら
永
興
元
年
（
三
〇
〇
年
）
四
月
に
か
け
て
の
、
中
央
政
府
の
高
官
を
表
に
整
理
す
る
と
、
表
二
の
よ
う
に
な
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表二　元康元年（291年）～永康元年（300年）主要官僚

宮職 就任者

太尉 石翌藝　（291～294）、　β龍西三］三脚　（294～299）

司徒 王渾（291～297）、王戎（297～300）

司空 朧西王泰（291～294）、下郵王晃（294～296）、張華（296～300）

車騎将軍 下裂～三1三晃（291～294）、趙王倫（296～300）

衛将軍 楚王璋（291）、梁王形（291～296）、郭彰（296～297）

二軍大将軍 楽安王竪（292～298）

尚書令 下i邸浅黄（291～296）、醗西王泰（296～299）、王術（299～300）

尚書左僕財 王戎（僕射、291～297＞、侮渤（僕射、297～300）

尚書右僕躯 東海扉ヨ三越　　（292～295）、　襲危頁　（299～300）

中書監 張藁（291～296）

中書令 王戎（291＞、斐楷（291～294）、陳準（295～300）

侍中（加官として

ﾌ侍中は除く）

買模（291～299）、蓑傾（291～299）、東海王越（296～300）、楽広

i297～298）、　筍薯審　　（297～298）、　質譲　　（298～300）

※万斯同ζ晋将相大臣年表』をもとに作成。

※括弧内数字は在職年次（西暦）。

る
。
元
康
年
間
（
二
九
一
～
二
九
九
）
の
政
治
は
、
主
と
し
て
こ
う
し

た
中
央
政
府
の
高
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
顔
ぶ

れ
の
中
で
、
如
何
に
し
て
政
策
決
定
が
な
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
買
后

が
如
何
に
し
て
自
己
の
意
志
を
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
た
か
、
こ
れ

ら
の
問
題
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
当
時
に
お
い
て
は
、
表
二
に
掲
げ
た
よ
う
な
朝
臣
が
参
加
す
る
朝

議
が
、
政
治
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
元

康
六
年
（
二
九
六
年
）
八
月
に
最
族
の
酋
長
斉
万
年
が
皇
帝
を
称
し
、

反
乱
を
起
こ
し
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
趙
王
倫
に
つ
い
て
、

『
文
選
一
巻
二
〇
播
安
仁
（
濡
岳
）
『
関
中
原
』
李
善
言
所
引
傅
暢

『
晋
諸
公
讃
輪
に
、

　
司
馬
倫
、
字
は
子
郵
、
発
話
（
寧
？
・
）
中
、
趙
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
弓
台
・

　
仮
節
・
都
督
雍
梁
晋
諸
軍
毒
に
進
む
。
倫
莞
の
大
病
数
十
人
を
高
し
、

　
胡
遂
に
反
す
。
朝
議
倫
を
召
還
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
朝
議
に
よ
っ
て
趙
王
倫
の
召
還
が
決
定
さ
れ
た
。

ま
た
同
じ
く
『
関
嘉
詩
隠
李
善
注
所
引
幕
鳳
『
晋
書
』
に
、

　
倫
兵
三
万
も
て
往
き
て
斉
万
年
を
平
げ
ん
こ
と
を
請
う
も
、
朝
議
許
さ

　
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
召
還
さ
れ
た
後
、
趙
王
倫
は
三
万
人
の
兵
を
率
い
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西晋恵帝期の政治における賛后と詔（田中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
斉
万
年
の
討
伐
を
要
請
し
た
が
、
こ
れ
も
朝
議
の
決
定
に
よ
り
許
可
が
下
り
な
か
っ
た
。
ま
た
、
中
書
・
侍
中
や
尚
書
な
ど
の
諸
官
も
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

時
に
お
い
て
は
政
治
の
中
枢
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
れ
ら
の
要
職
に
は
、
賞
后
の
信
任
厚
い
朝
臣
が
就
任
し
、
前
述
の
通
り
、
福
原
啓
郎
氏
は
彼
ら
の
献
身
的
な
政
治
の
結
果
、
政
治
が
安
定

　
　
　
　
　
④

し
た
と
す
る
が
、
当
時
は
貰
后
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
栄
達
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
貰
后
よ
り
信
頼

さ
れ
て
い
た
朝
臣
が
、
買
盾
に
対
し
て
必
ず
し
も
忠
実
で
は
な
い
点
も
見
ら
れ
る
。
『
選
書
』
巻
五
九
趙
組
付
伝
に
、

　
　
（
倫
）
深
く
質
・
郭
に
交
わ
り
、
中
富
に
無
事
し
、
大
い
に
買
后
の
親
信
す
る
所
と
為
る
。
録
尚
書
を
求
む
る
も
、
張
華
・
襲
頒
固
執
し
て
不
可
と
す
。
又

　
尚
書
令
を
求
む
る
も
、
華
・
顧
復
た
許
さ
ず
。

と
あ
り
、
細
帯
に
取
り
入
り
、
そ
の
信
頼
を
得
た
趙
王
倫
は
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
を
求
め
た
が
、
と
も
に
張
華
・
富
盛
の
拒
絶
に
遭
い
、
斥

け
ら
れ
て
い
る
。
『
晋
書
』
巻
三
五
襲
秀
伝
附
斐
頗
伝
に
は
、

　
領
深
く
買
后
の
乱
政
を
慮
り
、
司
丁
張
華
・
侍
申
賞
模
と
之
を
廃
し
て
謝
淑
妃
を
立
て
ん
こ
と
を
議
す
。
華
・
模
皆
な
曰
く
、
「
帝
に
愚
母
の
意
無
く
、
若

　
し
吾
等
專
ら
之
を
行
え
ば
、
上
の
心
以
て
是
と
為
さ
ず
。
且
つ
諸
王
方
剛
、
朋
党
異
議
し
、
争
い
機
を
発
す
る
が
如
く
、
身
死
し
て
国
危
う
く
、
社
穫
に

　
益
無
き
を
恐
る
扁
と
。
顧
曰
く
、
「
誠
に
公
の
慮
の
如
し
。
但
し
昏
虐
の
人
、
忌
嘉
す
る
所
無
く
、
乱
立
ち
て
待
つ
べ
し
、
将
に
之
を
如
何
せ
ん
」
と
。
華

　
繭
く
、
「
卿
二
人
猶
お
善
く
信
ぜ
ら
れ
、
然
し
て
左
右
の
為
に
禍
福
の
戒
を
陳
ぶ
る
に
勤
め
、
大
惇
無
き
を
糞
う
。
幸
い
に
天
下
尚
お
安
ん
じ
、
優
游
と
し

　
て
歳
を
卒
う
る
を
庶
う
」
と
。
此
の
謀
遂
に
寝
む
。

と
あ
り
、
張
華
・
賢
模
・
亀
卜
の
間
で
買
値
廃
立
と
謝
淑
妃
（
謝
玖
、
逆
理
太
子
の
生
母
）
の
皇
后
擁
立
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
（
張
華
と
賞
模
は

　
　
　
　
　
　
⑤

こ
れ
に
反
言
す
る
）
。
こ
の
う
ち
の
嚢
顛
は
、
買
氏
と
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
頁
后
よ
り
信
任
さ
れ
な
が
ら
、
素
志
と
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
慰

懐
太
子
の
保
護
に
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。
襲
顧
は
轟
轟
に
「
啓
」
し
て
東
筥
の
警
護
兵
（
太
子
衛
率
鷹
下
の
兵
）
を
、
そ
れ
ま
で
の
士
卒
か
ら

　
　
　
　
　
　
⑥

四
衛
に
増
員
さ
せ
、
ま
た
頁
后
の
母
で
あ
る
広
城
書
（
郭
椀
）
に
、
患
懐
太
子
を
手
厚
く
遇
す
る
よ
う
、
賃
后
に
説
得
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

后
が
患
懐
太
子
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
防
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
元
康
年
間
（
二
九
一
～
三
〇
〇
）
に
お
い
て
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
慰
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懐
太
子
は
、
度
々
反
費
后
派
よ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
勧
め
ら
れ
て
い
た
。
中
護
軍
の
趙
俊
（
趙
湊
）
は
、
後
宮
に
お
け
る
質
后
の
腹
心
趙
簗
の

叔
父
で
あ
っ
た
が
・
殿
櫻
太
子
に
薯
を
廃
す
る
こ
と
を
進
言
し
て
お
殉
ま
た
太
子
左
衛
率
の
愛
す
は
・
当
時
司
空
で
あ
・
た
張
華
に
・
慰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

懐
太
子
を
録
尚
書
事
と
し
、
そ
の
上
で
買
后
を
廃
し
、
金
程
城
に
幽
閉
す
る
よ
う
提
案
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
は
、
反

頁
盾
派
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
朝
議
や
中
書
・
侍
中
な
ど
の
諸
官
が
国
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
は
、
反
質
后
派
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
質
后
が
如
何
に
し
て
主
導
権
を
掌
握
し
得
た
か
、
と
い
う
疑
問
が

生
ず
る
。
次
に
、
賞
后
の
政
治
手
法
の
詳
細
を
確
認
し
た
い
。
買
后
の
政
治
手
法
は
、
主
に
二
種
類
あ
る
。

　
第
一
に
は
、
外
戚
・
着
篭
の
重
用
や
密
偵
の
利
用
で
あ
る
。
賃
后
の
体
制
を
支
え
た
者
と
し
て
、
外
戚
で
あ
る
買
模
・
買
謹
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
頁
模
は
元
康
年
間
に
お
い
て
侍
中
の
職
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
『
晋
書
』
巻
四
〇
の
本
伝
に
、

　
模
乃
ち
心
を
尽
く
し
て
匡
濃
し
、
張
華
・
斐
顧
を
推
し
て
心
を
同
じ
く
し
て
輔
政
せ
し
む
。
…
…
然
れ
ど
も
論
議
か
に
権
勢
を
執
り
、
外
形
は
之
を
遠
ざ
け

　
ん
と
欲
し
、
買
被
に
啓
奏
す
る
事
有
る
毎
に
、
入
り
て
軌
ち
急
を
取
り
、
或
い
は
疾
に
託
し
て
以
て
之
を
避
く
。
…
…
但
し
買
書
信
甚
だ
強
暴
に
し
て
、
模

　
毎
に
言
を
尽
く
し
て
為
に
禍
福
を
陳
ぶ
る
も
、
后
従
う
能
わ
ず
、
反
っ
て
模
己
を
殿
る
と
謂
う
。
是
に
於
い
て
委
任
の
情
日
に
衰
え
、
而
し
て
議
問
の
徒

　
遂
に
進
む
。

と
あ
っ
て
、
外
戚
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
が
、
買
后
を
諌
め
て
も
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
晩
年
は
質
盾
の
不
興
を
買
い
、
そ
の
信
頼
も
薄

ら
い
で
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
の
貰
誼
は
も
と
買
后
の
妹
の
質
午
と
そ
の
夫
韓
寿
の
子
で
あ
る
が
、
心
事
の
子
質
黎
民
（
既
に
死
去
）

の
「
養
子
」
と
な
り
、
鎚
音
三
年
（
二
八
工
年
）
の
買
充
の
死
後
、
質
充
の
後
嗣
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
頁
謹
は
、
散
騎
常
侍
・
後
軍
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

軍
・
秘
書
監
（
掌
国
史
）
・
侍
中
（
領
秘
書
監
）
と
い
う
よ
う
に
、
要
職
を
歴
任
す
る
。
さ
ら
に
石
崇
・
溢
岳
と
い
っ
た
貴
族
は
こ
れ
に
お
も
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
彼
ら
は
「
二
十
四
友
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
賢
誼
ら
は
自
己
に
都
合
の
悪
い
人
物
を
、
質
后
の
権
限
を
利
用
し
て
左
遷
と
い
う
形

で
排
除
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
皇
弟
で
あ
る
成
都
王
穎
は
、
慰
懐
太
子
と
碁
を
打
っ
て
い
た
貰
説
に
対
し
、
そ
の
無
礼
さ
を
叱
責
し
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⑫

た
こ
と
か
ら
課
戸
に
恐
れ
ら
れ
、
質
誼
が
質
盾
に
告
げ
た
た
め
、
胎
齢
将
軍
と
し
て
郷
に
出
鎮
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
他
、
最
初
の
ク
ー
デ
タ
ー

に
お
い
て
、
儲
君
が
寅
官
位
猛
を
利
用
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
蒲
倉
は
ク
ー
デ
タ
ー
後
、
武
安
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
三
人
の
兄
も
亭

　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

侯
と
な
っ
た
。
ま
た
董
猛
は
元
康
年
間
に
お
い
て
は
中
延
侍
と
な
り
、
こ
の
後
も
空
将
の
腹
心
と
し
て
振
る
舞
っ
た
ら
し
い
（
具
体
的
な
活
動

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
ま
た
農
振
が
密
偵
を
利
用
し
、
外
界
の
動
静
を
う
か
が
っ
て
い
た
こ
と
に
も
愚
臣
さ
れ
る
。
『
晋
書
融
巻
三
一
后
妃

伝
上
恵
頁
皇
后
条
に
、
元
康
九
年
（
二
九
九
年
）
の
懲
懐
太
子
廃
嫡
後
の
こ
と
と
し
て
、

　
太
子
の
血
膿
せ
ら
る
る
に
及
び
、
趙
乱
倫
・
孫
秀
等
総
弁
に
因
り
て
謀
り
て
后
を
廃
せ
ん
と
欲
す
。
孤
軍
し
ば
宮
碑
を
遣
わ
し
て
微
服
も
て
人
間
に
於
い

　
て
視
聴
せ
し
め
、
其
の
謀
頗
る
泄
る
。

と
あ
り
、
趙
王
冠
・
孫
秀
は
、
当
時
質
后
を
廃
す
る
こ
と
を
は
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
陰
謀
は
、
商
運
に
よ
り
、
身
分
を
偽
り
外
界

に
放
た
れ
て
い
た
後
宮
の
奴
隷
（
宮
碑
）
に
察
知
さ
れ
た
。
ま
た
前
述
の
太
子
左
衛
率
劉
下
が
張
華
ヘ
ク
ー
デ
タ
！
と
慰
懐
太
子
の
擁
立
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

古
し
た
際
に
も
、
こ
れ
が
密
偵
の
耳
に
入
り
、
結
果
、
劉
下
は
軽
車
将
軍
・
雍
州
刺
史
と
し
て
、
左
遷
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

時
質
盾
に
反
発
す
る
輿
論
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
懲
懐
太
子
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
質
后
は
三
二
太
子
の
生
母
で
は
な
く
、
生
母
は

前
述
の
通
り
謝
淑
妃
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
患
懐
太
子
と
買
盾
は
不
仲
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
そ
れ
ゆ
え
に
反
頁
后
の
輿
論
が
慰
懐
太
子
支
持
の
方

向
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
斐
顧
・
張
華
・
貰
模
の
問
で
買
血
廃
位
と
謝
淑
妃
擁
立
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
が
、

謝
淑
妃
は
懲
懐
太
子
の
生
母
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
留
桶
に
代
わ
る
皇
盾
の
候
補
に
選
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
賞
翫
が
外
界
の
情
報
収
集
や
監

視
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
に
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
詔
の
伝
達
の
管
理
で
あ
る
。
質
后
は
永
康
元
年
（
三
〇
〇
年
）
四
月
、
趙
王
子
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
が
、
そ
の

と
き
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
晋
書
』
巻
三
一
后
妃
伝
上
恵
頁
皇
后
条
に
、

　
趙
南
桑
乃
ち
兵
を
率
い
て
宮
に
入
り
、
翔
軍
校
尉
斉
王
問
を
し
て
殿
に
入
り
て
盾
を
廃
せ
し
む
。
…
…
盾
驚
き
て
曰
く
、
「
卿
何
為
れ
ぞ
来
る
か
」
と
。
問

　
　
曰
く
、
「
詔
有
り
て
后
を
収
め
ん
」
と
。
后
曰
く
、
「
詔
当
に
我
よ
り
出
つ
る
べ
し
、
何
ぞ
詔
な
る
か
」
と
。
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と
あ
り
、
夏
帯
が
「
詔
当
に
我
よ
り
出
つ
る
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
基
本
的
に
詔
は
頁
盾
を
経
由
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
が
、

こ
こ
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
賞
后
は
詔
（
手
詔
）
の
伝
達
を
管
理
す
る
こ
と
で
、
そ
の
体
制
を
運
営
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
晋
に
お
け
る
詔

の
重
要
性
は
、
さ
き
の
楊
氏
専
権
体
制
に
つ
い
て
も
同
様
に
指
摘
で
き
る
。
『
晋
書
』
巻
髪
〇
楊
柱
脚
に
、

　
凡
そ
詔
命
有
ら
ば
、
帝
省
詑
わ
り
、
入
り
て
太
盾
に
呈
し
、
然
る
後
に
乃
ち
出
づ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
詔
を
発
す
る
に
際
し
て
は
、
楊
太
后
を
経
由
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
楊
太
秦
と
楊
駿
は
恵
帝
の
手
詔

を
利
用
し
て
政
敵
の
討
伐
を
は
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
詔
の
伝
達
の
経
由
、
手
詔
を
利
用
し
た
政
敵
の
討
伐
と
い
う
政
治
手
法
は
共
通
し
て
お

り
、
か
つ
て
楊
太
后
・
楊
駿
が
用
い
た
こ
の
よ
う
な
手
法
を
、
立
后
が
手
本
に
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
外
戚
・
宙
官
の
重
用
と
密
偵
の
利
用
や
、
詔
の
伝
達
の
管
理
が
、
元
康
年
問
に
お
け
る
、
買
屋
の
権
勢
の
源
泉
と
な
っ
た
の

で
あ
る
が
、
実
際
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
張
華
・
斐
顧
ら
の
朝
臣
と
、
貰
后
が
対
立
し
た
場
合
、
そ
の
決
着
は
ど
の
よ
う
に
な
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
晋
書
隔
や
そ
の
他
の
史
料
に
は
、
こ
の
問
題
を
解
き
明
か
す
の
に
必
要
な
記
述
に
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず

は
、
元
康
九
年
（
二
九
九
年
）
の
慰
懐
太
子
廃
嫡
を
材
料
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
明
し
た
い
。

　
元
康
九
年
二
一
月
、
懸
懐
太
子
の
長
子
膨
が
病
に
伏
し
、
太
子
は
膨
の
た
め
に
王
爵
を
求
め
た
が
許
さ
れ
ず
、
膨
の
病
が
篤
く
な
る
と
、
太

子
は
祈
蒋
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
買
盾
は
、
恵
帝
の
体
調
が
悪
化
し
た
と
偽
り
、
慰
懐
太
子
を
呼
び
つ
け
て
入
朝
さ
せ
た
。
慢
心
懐
太
子
は

入
朝
し
た
が
、
買
后
は
会
わ
ず
、
別
室
に
太
子
を
招
き
入
れ
た
。
そ
し
て
碑
の
陳
舞
を
別
室
に
遣
わ
し
太
子
に
酒
と
築
を
賜
い
、
無
理
や
り
太

子
に
飲
ま
せ
て
泥
酔
さ
せ
る
。
さ
ら
に
黄
門
侍
郎
の
潜
岳
の
手
に
よ
る
、
懲
懐
太
子
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
暗
示
す
る
祈
薦
文
の
草
稿
と
紙
・
筆
を
、

小
蝉
の
毎
夕
を
遣
わ
し
て
慰
懐
太
子
に
届
け
さ
せ
、
泥
酔
し
た
太
子
に
、
祈
事
文
の
草
稿
の
内
容
を
紙
に
写
さ
せ
た
。
酔
い
か
ら
い
っ
こ
う
に

覚
め
な
い
慰
懐
太
子
は
半
分
ほ
ど
し
か
写
せ
な
か
っ
た
が
、
残
り
の
部
分
は
補
筆
さ
れ
、
貰
后
は
こ
れ
を
恵
帝
に
渡
し
た
。
患
懐
太
子
の
祈
禧

文
を
受
け
た
恵
帝
は
式
量
殿
に
行
幸
し
、
さ
ら
に
朝
臣
を
召
集
し
、
当
時
黄
門
令
で
あ
っ
た
董
猛
に
懲
懐
太
子
の
書
い
た
祈
軍
事
と
青
紙
の
詔

を
示
し
「
遙
（
慰
懐
太
子
の
名
）
の
書
替
く
の
如
し
、
今
夏
を
賜
ら
ん
」
と
宣
告
さ
せ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
朝
臣
の
意
見
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
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た
が
、
張
華
・
装
置
の
二
人
だ
け
は
、
異
論
を
提
示
し
た
。
費
后
は
董
猛
に
、
長
広
公
主
の
言
葉
と
偽
っ
て
、
「
事
は
宜
し
く
速
や
か
に
決
す

べ
し
。
量
れ
ど
も
群
臣
各
お
の
同
じ
な
ら
ざ
る
有
り
、
若
し
詔
に
従
わ
ざ
る
有
ら
ば
、
宜
し
く
軍
法
を
以
て
事
に
従
う
べ
し
」
と
恵
帝
に
む
け

て
進
言
さ
せ
る
。
議
論
は
日
没
ま
で
続
い
た
が
決
す
る
こ
と
は
な
く
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
発
生
を
恐
れ
た
追
孝
は
、
懲
懐
太
子
を
廃
し
て
庶
人
と

す
る
よ
う
上
表
し
、
詔
に
よ
っ
て
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
。
慰
懐
太
子
は
庶
人
に
お
と
さ
れ
、
妃
の
王
氏
や
三
人
の
子
と
と
も
に
下
穿
城
に
送
ら

　
　
　
　
　
　
⑰

れ
、
幽
閉
さ
れ
た
。

　
以
上
の
廃
太
子
ま
で
の
経
緯
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
に
①
廃
太
子
に
先
立
ち
、
慰
懐
太
子
直
筆
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
示

唆
す
る
祈
理
事
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
、
②
白
乾
殿
に
お
け
る
慰
懐
太
子
の
廃
嫡
と
死
刑
の
宣
告
に
際
し
、
黄
門
令
（
宙
官
）
董
猛
が
主
導
的
な

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
③
宣
告
が
さ
れ
た
直
後
、
朝
臣
の
多
く
は
こ
れ
を
黙
認
し
た
が
、
張
華
・
斐
顧
の
二
人
は
、
こ
れ
へ
の
反
対
の
姿
勢

を
示
し
た
こ
と
、
④
議
事
が
長
引
き
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
発
生
を
恐
れ
た
貰
后
が
、
あ
ら
た
め
て
窓
懐
太
子
を
廃
し
て
庶
人
に
お
と
す
よ
う
上
表

し
、
そ
れ
が
詔
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
こ
と
、
の
四
点
に
整
理
で
き
よ
う
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
個
別
に
分
析
し
た
い
。

　
ま
ず
①
に
関
し
て
、
こ
の
祈
士
卒
は
、
そ
の
後
の
廃
太
子
の
経
緯
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
敗
心
算
太
子
を
廃
す
る
た
め
の
口
実
や
物
的
証

拠
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
賀
后
は
ク
ー
デ
タ
ー
を
示
唆
す
る
裏
革
文
を
馬
丁
太
子
自
身
に
書
か
せ
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
酒
を

飲
ま
せ
て
泥
酔
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
れ
ゆ
え
に
素
心
懐
太
子
は
草
稿
の
半
分
し
か
書
き
写
せ
ず
、
残
り
を
補
筆
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
強
引
さ
は
あ
る
も
の
の
、
頁
后
が
極
力
史
筆
太
子
の
直
筆
の
祈
世
業
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
お
懲

懐
太
子
は
金
塘
城
に
幽
閉
さ
れ
た
後
の
永
康
元
年
（
三
〇
〇
年
）
正
月
、
さ
ら
に
許
愚
へ
送
ら
れ
、
そ
こ
で
も
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
決
定
が
な
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
『
晋
書
』
巻
五
三
慰
懐
太
子
伝
に
は
、

　
明
年
正
月
、
質
后
又
黄
門
を
し
て
自
首
せ
し
め
、
太
子
と
逆
を
為
さ
ん
と
欲
す
。
難
し
て
黄
門
の
首
辞
を
以
て
公
卿
に
班
示
す
。

と
あ
り
、
貰
后
は
黄
門
を
敗
心
懐
太
子
と
と
も
に
反
逆
を
は
か
っ
た
と
し
て
自
首
さ
せ
、
そ
の
「
首
上
（
自
供
書
）
」
を
公
卿
に
示
し
、
太
子
を
許

贔
に
送
る
た
め
の
証
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。
黄
門
が
慰
懐
太
子
と
反
逆
を
は
か
っ
た
と
し
、
そ
の
容
疑
を
も
っ
て
自
首
さ
せ
た
こ
と
自
体
は
、
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頁
后
に
よ
る
陰
謀
・
捏
造
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
黄
門
の
自
供
書
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
買
盾
は
証
拠
を

提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
卿
へ
の
同
意
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
②
の
董
猛
に
関
し
て
は
、
前
述
の
通
り
、
頁
盾
の
信
任
厚
い
宙
官
で
あ
り
、
恵
帝
即
位
直
後
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
も
積
極
的
に
買
后
に
協
力
し

た
。
そ
の
董
猛
が
、
太
子
直
筆
の
祈
禧
文
と
青
紙
の
詔
、
す
な
わ
ち
皇
帝
直
筆
の
詔
を
も
っ
て
、
慰
懐
太
子
に
死
を
賜
る
こ
と
を
宣
告
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
の
で
あ
る
。
ま
た
張
華
・
装
領
か
ら
異
論
が
出
た
後
、
董
猛
は
長
広
公
主
の
雷
葉
と
偽
り
、
詔
に
従
わ
な
い
者
は
軍
法
に
よ
っ
て
処
分
す
る

よ
う
恵
帝
に
進
言
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
買
置
の
委
託
を
受
け
た
宙
官
軍
猛
が
、
こ
の
会
議
を
主
導
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
う

か
が
え
る
。
頁
盾
自
身
に
朝
議
や
煮
乾
殿
会
議
の
よ
う
な
場
へ
の
出
席
資
格
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
た
め
、
董
猛
が
朝
議
・
会
議
と
頁
后

を
繋
ぐ
パ
イ
プ
役
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
董
猛
が
慰
懐
太
子
の
声
払
文
と
と
も
に
、
青
紙
の
詔
（
聖
帝
直
筆
の
詔
）
を
持
ち

出
し
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
質
量
は
詔
の
伝
達
を
実
質
的
に
管
理
し
て
お
り
、
こ
の
青
紙
の
詔
の
内
容
も
、
買
后

の
意
向
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

　
審
議
を
こ
の
よ
う
に
進
め
よ
う
と
す
る
董
猛
を
遮
り
、
張
華
・
斐
顧
は
慎
重
論
を
提
示
す
る
（
③
）
。
父
母
と
嚢
領
の
二
人
の
意
見
の
具
体

的
な
内
容
は
、
式
乾
殿
に
お
け
る
議
事
の
詳
細
を
示
す
、
『
晋
書
』
巻
三
六
張
星
伝
の
以
下
の
記
述
を
見
れ
ば
判
明
す
る
。

　
帝
の
群
臣
に
式
乾
殿
に
会
す
る
に
及
び
、
太
子
の
手
書
を
出
し
、
趣
く
群
臣
に
示
し
、
敢
え
て
言
有
る
者
莫
し
。
惟
だ
華
の
み
諌
め
て
曰
く
、
「
此
れ
国
の

　
大
禍
な
り
。
漢
武
よ
り
以
来
、
正
嫡
を
廃
瓢
す
る
毎
に
、
恒
に
喪
乱
に
至
る
。
且
つ
国
家
の
天
下
を
有
す
る
こ
と
日
に
浅
く
、
願
わ
く
は
陛
下
之
を
詳
ら
か

　
に
せ
ん
こ
と
を
」
と
。
尚
書
雪
平
尊
志
領
以
為
え
ら
く
、
「
宜
し
く
先
に
書
を
伝
う
る
者
を
検
校
す
べ
し
。
又
太
子
の
手
書
を
比
校
す
る
を
請
わ
ん
。
然
ら

　
ざ
れ
ば
、
詐
聴
有
る
を
恐
る
」
と
。
賢
后
乃
ち
内
に
太
子
の
素
の
啓
事
十
余
紙
を
出
し
、
平
入
比
べ
視
る
も
、
亦
た
敢
え
て
非
を
言
う
者
無
し
。

　
雷
乾
殿
に
お
い
て
慰
懐
太
子
直
筆
の
祈
薦
文
（
「
太
子
の
手
書
」
）
が
提
示
さ
れ
た
際
、
ま
ず
露
華
は
、
前
漢
の
武
帝
以
来
、
廃
太
子
は
常
に

混
乱
の
動
機
と
な
り
、
か
つ
晋
朝
建
国
か
ら
ま
だ
日
が
浅
い
こ
と
を
理
由
に
、
嘉
徳
に
さ
ら
な
る
調
査
を
要
請
し
た
。
張
華
の
発
雷
は
、
さ
ほ

ど
特
徴
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
一
方
の
襲
領
の
発
言
で
あ
る
。
斐
顧
は
、
懲
懐
太
子
の
祈
痛
言
を
伝
達
し
た
者
の
取
り
調
べ
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や
、
慰
懐
太
子
の
筆
跡
照
合
を
要
請
し
た
。
こ
の
要
請
に
対
し
て
買
后
は
、
慰
懐
太
子
が
以
前
に
書
い
た
啓
事
書
余
枚
を
出
し
、
衆
人
は
筆
跡

の
照
合
・
鑑
定
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
部
課
太
子
の
諸
諸
文
が
偽
物
で
あ
る
と
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
通
り
、

祈
返
文
の
半
分
は
他
人
の
補
筆
に
よ
る
も
の
で
、
精
査
す
れ
ば
そ
の
こ
と
も
判
明
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
「
敢
え
て
非
を
言
う
者
無
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
場
に
あ
っ
た
衆
人
は
筆
跡
の
真
偽
に
疑
問
を
抱
き
つ
つ
も
発
言
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
密
偵
の
監
視
な
ど

に
よ
る
、
買
后
の
圧
力
が
作
用
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
真
偽
の
疑
わ
し
い
文
書
（
特
に
政
治
の
重
要
問
題
に
関
す
る
文
書
）
に
関
し

て
は
、
確
認
の
た
め
に
筆
跡
の
照
合
・
鑑
定
が
朝
臣
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
斐
顧
・
張
華
の
抵
抗
に
よ
り
、
賞
后
は
譲
歩
し
、
あ
ら
た
め
て
恵
帝
に
上
表
し
て
、
懲
懐
太
子
を
処
刑
せ
ず
、
庶
人
に
お
と
す
よ
う
要
請
し
、

恵
帝
が
そ
れ
を
裁
可
し
た
こ
と
で
、
一
応
、
会
議
は
収
束
し
た
（
④
）
。
責
后
が
譲
歩
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
議
論
が
長
引
く
こ
と
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ク
ー
デ
タ
ー
の
発
生
を
恐
れ
、
ま
た
張
華
・
袈
頗
の
意
志
が
強
固
で
あ
る
と
見
て
取
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
廃
太
子
の
決
定
は
、
買
盾
の
上
奏

と
、
そ
れ
に
対
す
る
淫
婦
の
詔
に
よ
る
裁
可
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
責
后
が
独
断
で
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
も
、

買
后
は
形
式
的
な
が
ら
も
、
恵
帝
自
身
の
決
定
を
重
視
し
た
。

　
以
上
の
式
蕃
書
に
お
け
る
張
華
・
斐
領
ら
の
朝
臣
と
買
后
・
晶
帯
の
応
酬
は
、
こ
の
時
期
の
政
治
の
実
態
を
知
る
上
で
貴
重
な
材
料
な
の
で

あ
る
が
、
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
廃
太
子
と
い
う
重
大
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
政
治
に
お
い
て
常
時
こ
の
よ
う
な
手
続
き
が
な
さ

れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
に
お
け
る
質
后
と
張
華
・
斐
傾
ら
の
朝
臣
と
の
関
係
や
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を

確
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
青
紙
の
詔
（
手
製
）
や
慰
懐
太
子
の
祈
薦
文
な
ど
の
文
書
で
あ
る
。

　
ま
ず
礼
意
殿
の
会
議
に
先
立
ち
用
意
さ
れ
た
懲
懐
太
子
の
客
意
文
に
つ
い
て
、
廃
太
子
に
先
立
っ
て
こ
の
よ
う
な
証
拠
の
用
意
が
必
要
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
頁
后
が
何
ら
の
根
拠
も
な
く
一
方
的
・
独
裁
的
に
懲
懐
太
子
を
処
断
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
廃
太
子
は

国
事
の
重
要
問
題
で
あ
り
、
ま
た
慰
懐
太
子
が
衆
望
を
集
め
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
賞
后
は
慰
懐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

太
子
の
殺
害
を
決
意
す
る
に
先
立
ち
、
感
懐
太
子
の
短
所
を
世
間
に
広
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
感
懐
太
子
と
輿
論
の
関
係
を
、
買
后
が
意
識
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
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て
い
た
こ
と
を
示
す
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朝
廷
内
の
反
響
盾
派
の
中
に
は
、
懲
懐
太
子
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
勧
め
て
い
る
者
も
あ
り
、
懸
懐

太
子
と
反
論
后
の
輿
論
が
様
々
な
形
で
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
質
后
が
懲
懐
太
子
を
処
断
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
先
に
こ
う
し
た
輿
論
と
懲
懐
太
子
と
の
結
び
つ
き
を
分
断
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
輿
論
に
自
ら
の
所
業
の
正
当
性
を
認
識
さ
せ

る
た
め
に
、
証
拠
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
頁
后
が
あ
く
ま
で
証
拠
と
な
る
祈
魚
文
が
慰
懐
太
子
直
筆
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ

た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
式
乾
殿
の
会
議
に
お
け
る
張
華
・
装
領
の
行
動
は
、
当
時
の
輿
論
を
代
弁
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
ま
た
買
置
が
詔
（
特
に
手
筆
）
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
罵
言
即
位
直
後
に
連
続

し
て
発
生
し
た
政
変
に
際
し
、
質
后
や
そ
の
私
党
は
常
に
正
式
の
詔
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
、
成
功
に
導
い
て
い
る
。
質
量
に
よ
る
施
政
が
本

格
化
し
た
後
も
、
引
き
続
き
詔
は
重
要
視
さ
れ
た
。
式
乾
殿
の
会
議
に
お
い
て
も
、
董
猛
に
青
紙
の
詔
（
手
詔
）
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
会
議

を
有
利
に
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
体
制
は
、
決
し
て
貰
后
に
よ
る
絶
対
的
な
支
配
体
制
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
張
華
・
斐
傾
と
い
っ
た
朝
臣
や
、
自
ら
に
反
発
し
が
ち

な
輿
論
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
向
を
意
識
し
つ
つ
、
外
戚
・
宙
官
を
重
用
し
、
ま
た
詔
の
伝
達
を
管
理
す
る
こ
と
で
生
ず
る
、
質
盾
の
相
対
的
優

位
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
輪
止
の
権
威
は
、
風
病
の
優
位
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
必
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
当
時
の
政
治
は
、

表
面
的
に
は
詔
．
（
手
詔
）
や
朝
議
に
お
け
る
恵
帝
の
裁
可
な
ど
、
全
て
恵
帝
に
よ
る
命
令
・
決
定
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
質
后

は
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
常
に
こ
の
形
式
を
守
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
の
特
徴
は
、
後
誌
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
外
戚
政
治
と
比
較
す
れ
ば
よ
り
明
確
と
な
る
。
後
漢
の
外
戚
政
権
は
、
基
本
的
に
皇
太
后
の
臨
並
称
制
に
依
拠
し
て
い
た
が
、
西
蔵
に
お
い

て
は
、
ま
ず
楊
太
盾
は
臨
朝
称
制
せ
ず
、
恵
帝
の
詔
の
伝
達
を
管
理
し
、
ま
た
手
詔
を
利
用
し
た
。
こ
の
点
は
質
后
も
同
様
で
あ
る
が
、
買
后

は
そ
も
そ
も
皇
太
盾
で
は
な
く
、
ま
た
画
嚢
の
よ
う
な
、
大
臣
を
務
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
年
齢
の
、
充
分
な
政
治
経
験
を
積
ん
だ
、
有
力
な
外
戚

　
　
　
　
　
⑳

を
欠
い
て
い
た
。
楊
太
盾
・
楊
駿
・
質
后
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
は
全
て
恵
帝
の
権
威
に
依
拠
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
う
し
た
こ

と
は
、
無
論
恵
帝
が
既
に
成
年
で
あ
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
）
。
特
に
買
后
は
、
朝
廷
の
反
買
后
派
に
対
す
る
優
位
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
楊
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駿
の
よ
う
な
有
力
外
戚
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
楊
氏
の
体
制
に
比
し
て
、
そ
れ
へ
の
依
存
度
を
一
層
強
め
た
の
で
あ
る
。

①
西
晋
元
康
年
間
に
お
け
る
朝
議
に
つ
い
て
は
、
他
に
欄
晋
書
典
巻
ご
δ
李

　
特
載
記
参
照
。
な
お
六
朝
期
の
朝
議
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座

　
一
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
i
臨
（
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）
三
五
～

　
四
二
、
六
五
～
八
七
頁
参
照
。

②
　
祝
総
評
凹
両
上
都
晋
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
㎞
（
中
国
社
会
科
学
繊
版
社
、
一

　
九
九
Q
年
）
一
七
五
～
一
入
八
、
二
八
三
～
二
九
一
、
三
三
七
5
三
四
三
頁
、
中

　
村
圭
爾
「
三
国
両
晋
に
お
け
る
文
書
『
啓
』
の
成
立
と
展
開
」
（
前
掲
）
参
照
。

③
例
え
ば
張
華
は
、
簿
策
が
あ
り
、
謙
虚
で
衆
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
な
ど
を
理

　
由
に
、
質
后
・
賢
譲
よ
り
信
頼
さ
れ
、
さ
ら
に
装
領
の
推
薦
も
あ
っ
て
要
職
に
つ

　
い
た
。
咽
晋
書
㎞
巻
三
六
累
差
伝
参
照
。

④
　
福
原
啓
郎
『
西
晋
の
武
帝
司
馬
炎
』
（
前
掲
）
二
〇
九
～
二
～
○
頁
参
照
。

⑤
た
だ
し
『
晋
書
腫
巻
三
一
后
妃
伝
上
恵
賞
皇
罐
条
に
は
「
模
知
后
凶
暴
、
恐

　
隠
江
己
、
乃
与
潔
癖
・
臨
終
謀
廃
之
、
術
悔
而
謀
寝
」
と
あ
り
、
質
模
は
嚢
顧
ら

　
と
と
も
に
、
買
后
を
廃
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
。

⑥
『
晋
書
㎞
巻
三
五
装
秀
伝
親
仁
頓
伝
「
本
影
賛
后
翌
翌
太
子
、
抗
表
請
増
崇

　
太
子
所
生
謝
淑
妃
三
号
、
傍
啓
増
置
後
徳
率
吏
、
給
三
千
兵
、
於
紫
黒
富
宿
衛
万

　
人
」
。
な
お
東
宮
衛
率
に
つ
い
て
、
『
薄
書
』
巻
二
四
職
官
志
太
子
左
右
衛
率
条

　
に
は
、
「
泰
始
五
年
（
工
六
九
年
）
、
分
取
左
右
、
各
領
一
軍
。
恵
帝
時
、
慾
懐
太

　
子
在
東
宮
、
又
加
前
後
二
率
」
と
あ
り
、
同
時
に
前
後
の
二
衛
率
が
置
か
れ
た
よ

　
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
㎎
麿
六
典
㎞
巻
工
六
太
子
左
右
衛
率
府
条
の
注
に
は
、

　
「
太
始
五
年
、
製
薬
左
右
二
率
、
恵
帝
為
太
子
、
加
齢
前
衛
率
、
三
州
在
東
宮
、

　
又
加
後
衛
率
、
故
元
康
門
中
、
凡
四
衛
率
」
と
あ
る
。

⑦
『
晋
書
』
巻
三
五
襲
秀
強
目
襲
領
伝
参
照
。

⑧
『
晋
書
㎞
巻
五
三
慰
懐
太
子
伝
参
照
。

⑨
『
晋
書
㎞
巻
三
六
張
華
伝
参
照
。

⑩
噸
晋
書
㎞
巻
四
〇
質
充
伝
附
質
誼
伝
参
照
。

⑪
　
　
「
二
十
四
友
」
に
つ
い
て
は
、
福
原
啓
郎
門
頁
謹
の
二
十
四
友
を
め
ぐ
る
二
三

　
の
問
題
」
（
『
六
朝
学
術
学
会
報
』
一
〇
、
二
〇
〇
九
年
目
参
照
。
福
原
氏
は
、

　
「
二
十
四
友
」
と
買
誰
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
党
や
門
生
故
吏
関
係
で
は
な
く
、

　
あ
く
ま
で
も
「
友
」
と
い
う
対
等
な
関
係
で
あ
っ
た
と
す
る
。

⑫
噸
二
上
㎞
二
四
〇
質
充
伝
附
質
譲
伝
、
巻
五
九
成
都
王
穎
伝
参
照
。

⑬
噸
晋
轡
㎞
巻
上
～
盾
妃
織
上
恵
買
皇
后
条
参
照
。

⑭
　
　
『
晋
誉
㎞
巻
二
四
職
官
志
参
照
。

⑮
『
晋
書
㎞
巻
三
六
張
華
伝
附
劉
下
伝
参
照
。

⑯
輿
論
に
つ
い
て
は
、
福
原
啓
郎
「
八
王
の
乱
の
本
質
扁
（
前
掲
）
参
照
。

⑰
噸
晋
書
㎞
巻
五
三
慰
懐
太
子
伝
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
三
元
康
九
年
一
二
月

　
条
参
照
。

⑱
長
広
公
主
は
か
つ
て
斉
王
仮
の
帰
際
に
際
し
、
常
山
公
主
と
と
も
に
武
帝
を
泣

　
い
て
諌
め
た
（
『
軍
書
』
巻
四
二
王
渾
伝
言
王
夜
直
）
。
こ
の
よ
う
に
、
私
的
な

　
範
囲
で
は
あ
る
が
、
公
主
も
政
治
に
対
し
て
発
言
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

　
董
猛
の
行
動
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑲
㎎
晋
省
㎞
巻
三
六
張
華
伝
参
照
。

⑳
圃
晋
書
』
巻
五
三
懲
懐
太
子
伝
参
照
。

⑳
　
渡
邊
義
浩
「
後
漢
時
代
の
外
戚
に
つ
い
て
」
（
『
論
罪
』
五
、
～
九
九
〇
年
、
同

　
氏
著
欄
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
臨
雄
山
閣
出
版
、
｝
九
九
五
年
、
二
七
一
～
三

　
二
五
頁
（
第
五
章
門
外
戚
」
）
）
、
冨
田
健
之
「
後
漢
前
半
期
に
お
け
る
皇
帝
支
配

　
と
尚
轡
体
制
」
（
『
東
洋
学
報
』
八
一
一
四
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。
な
お
後
漢
の

　
皇
太
后
臨
朝
称
制
に
つ
い
て
は
、
谷
口
や
す
よ
「
玉
代
の
太
盾
臨
朝
」
（
『
歴
史
評

　
論
㎞
三
五
九
、
一
九
入
○
年
）
、
岡
安
勇
「
漢
魏
時
代
の
皇
太
后
」
爲
法
政
史
学
』

　
三
五
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

21　（837）



⑫
　
福
原
啓
郎
㎎
西
晋
の
武
帝
司
馬
炎
』
（
前
掲
）
二
〇
五
頁
参
照
。

第
三
章
　
買
后
の
死
と
そ
の
後
の
政
局

22　（838）

　
質
后
は
前
述
の
趙
王
倫
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
る
。
慰
懐
太
子
廃
嫡
の
後
、
か
つ
て
東
宮
に
忙
裡
し
て
い
た
中
央
軍
の
左
衛

司
馬
督
の
司
馬
雅
と
常
並
督
の
許
超
は
、
太
子
の
無
罪
を
信
じ
、
そ
の
復
位
を
目
論
ん
で
い
た
が
、
張
華
や
斐
領
に
話
を
持
ち
か
け
た
の
で
は

謀
略
が
実
行
さ
れ
に
く
く
、
領
露
髄
将
軍
の
趙
王
倫
で
あ
れ
ば
軍
権
を
有
し
、
性
格
も
煙
室
で
あ
り
、
謀
略
が
成
功
し
や
す
い
と
判
断
し
、
殿

中
中
郎
の
士
狩
と
と
も
に
趙
王
倫
の
側
近
で
あ
る
孫
秀
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
。
こ
れ
を
納
れ
た
孫
秀
は
、
趙
王
倫
に
報
告
し
、
倫
も
こ
れ
を

承
諾
す
る
。
そ
し
て
四
王
倫
は
通
事
令
史
張
林
・
省
事
張
衡
・
殿
中
侍
御
史
殿
渾
・
右
衛
司
馬
督
路
始
に
告
げ
、
内
応
す
る
よ
う
取
り
は
か
ら

っ
た
。
し
か
し
、
寸
前
に
な
り
孫
秀
は
趙
王
事
に
、
倫
が
当
時
買
収
の
私
党
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
追
懐
太
子
が
復
位
し
て
も
倫
の
功
が
報

わ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ま
ず
質
盾
に
懲
懐
太
子
を
殺
害
さ
せ
、
そ
の
上
で
頁
后
を
廃
す
る
よ
う
提
案
し
た
。
趙
王
倫
は
こ
れ
に
従
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

孫
秀
は
謀
略
を
故
意
に
質
誰
ら
に
流
し
、
さ
ら
に
買
血
に
早
急
に
太
子
を
殺
害
す
る
よ
う
勧
め
た
。
そ
し
て
永
康
元
年
（
三
〇
〇
年
）
三
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

賛
后
は
黄
門
（
宙
官
）
熟
慮
を
召
命
に
派
遣
し
、
既
に
廃
さ
れ
て
い
た
慰
懐
太
子
を
殺
害
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
趙
王
倫
・
孫
秀
は
い

よ
い
よ
ク
ー
デ
タ
ー
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
詳
し
い
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
趙
王
難
の
腹
心
で
あ
る
孫
秀
は
、
中
央
軍
の
右
垣
壁
監
督
閻
和
を
ク
ー
デ
タ
ー
に
誘
い
、
永
康
元
年
四
月
三
日
、
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
合
図

の
太
鼓
を
鳴
ら
す
。
そ
し
て
聖
王
倫
は
「
豊
富
」
に
よ
り
、
中
央
軍
の
三
部
司
馬
に
、
「
中
宮
買
誰
等
と
吾
が
太
子
を
殺
し
、
今
冬
騎
を
し
て

入
り
て
中
宮
を
廃
せ
し
む
。
汝
等
皆
な
当
に
命
に
従
う
べ
し
、
爵
関
申
侯
を
賜
わ
ん
。
従
わ
ざ
れ
ば
、
三
族
を
熱
せ
ん
」
と
命
じ
、
洛
陽
の

「
衆
」
は
こ
れ
に
従
っ
た
。
趙
王
倫
は
さ
ら
に
「
矯
詔
」
に
よ
っ
て
門
を
開
け
、
翔
軍
校
尉
の
夕
景
問
に
命
じ
て
三
部
司
馬
～
○
○
人
を
率
い

て
突
入
さ
せ
た
。
華
林
令
心
休
の
内
応
に
よ
り
、
聖
堂
に
て
趙
王
難
は
恵
帝
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
趙
王
倫
は
そ
の
ま
ま
買
后
を

廃
し
て
庶
人
に
お
と
し
、
黒
煙
殿
に
幽
閉
す
る
。
そ
の
後
、
尚
書
に
「
詔
」
が
下
り
、
外
戚
の
買
誰
が
逮
捕
さ
れ
る
。
さ
ら
に
中
書
監
・
侍
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中
・
黄
門
侍
郎
・
尚
書
八
坐
を
召
し
た
上
で
、
張
華
・
斐
願
・
帰
結
・
旧
離
ら
を
逮
捕
し
、
殿
前
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
処
刑
し
た
。
尚
書
は
詔

に
偽
り
が
あ
る
も
の
と
疑
い
、
尚
書
郎
の
師
景
が
露
版
を
も
っ
て
手
品
を
要
請
し
た
が
、
趙
話
語
は
こ
れ
を
殺
害
す
る
。
倫
は
尚
書
の
和
郁
に

命
じ
、
頁
后
を
金
満
城
に
護
送
さ
せ
た
上
で
、
「
矯
詔
」
に
よ
り
尚
書
の
劉
弘
ら
に
毒
入
り
の
酒
を
届
け
さ
せ
、
費
后
に
死
を
賜
っ
た
。
さ
ら

に
掛
歪
倫
は
「
雷
干
」
に
よ
り
自
ら
使
持
節
・
大
都
督
・
督
中
外
諸
軍
事
・
相
国
に
就
任
し
、
相
国
府
に
左
右
長
野
・
司
馬
・
従
事
中
郎
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

人
・
参
軍
一
〇
人
・
縁
属
二
〇
人
・
兵
一
万
人
を
配
属
さ
せ
、
専
権
体
制
を
構
築
し
た
。

　
以
上
は
主
に
『
品
書
』
巻
五
九
趙
王
三
編
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
費
后
の
失
脚
・
殺
害
と
趙
王
倫
台
頭
の
経
緯
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
明

す
る
よ
う
に
、
趙
王
倫
は
重
要
局
面
に
お
い
て
「
矯
詔
」
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
連
の
「
矯
詔
」
の
実
態
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
前
掲
の
『
晋
量
晶
后
妃
伝
上
巳
頁
皇
后
条
に
あ
る
通
り
、
颯
軍
校
尉
車
輌
間
が
「
詔
」
を
携
え
て
裏
革
の
身
柄
の
拘
束
に
向
か
っ
た
際
、

離
婁
は
「
詔
当
に
我
よ
り
出
つ
る
べ
し
、
何
ぞ
詔
な
る
か
」
と
斉
王
問
に
問
い
た
だ
し
て
い
る
。
ま
た
尚
書
は
詔
の
真
偽
を
疑
い
、
尚
書
郎
の

師
景
に
手
函
を
要
請
さ
せ
た
が
、
そ
の
目
的
は
、
手
詔
に
よ
っ
て
恵
帝
の
真
意
を
知
る
こ
と
か
、
も
し
く
は
手
番
と
蔵
王
倫
の
携
え
た
詔
の
筆

跡
照
合
の
、
ど
ち
ら
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
趙
王
倫
は
師
景
を
殺
害
す
る
こ
と
で
、
尚
書
の
要
請
を
封
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
質

后
の
発
言
や
趙
野
鴨
の
行
動
か
ら
、
少
な
く
と
も
師
景
の
殺
害
に
至
る
ま
で
に
使
わ
れ
た
詔
の
な
か
に
は
偽
物
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
か

つ
て
重
言
が
恵
帝
の
即
位
直
後
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
際
し
、
極
力
本
物
の
詔
（
恵
帝
直
筆
の
手
認
）
や
恵
帝
に
よ
る
承
認
な
ど
を
利
用
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
の
に
対
し
、
趙
王
倫
は
詔
の
真
偽
や
恵
帝
の
意
愚
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
買
后
の
廃
位
を
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
後
の
趙
王
倫
の
施
政
に
お
い
て
、
詔
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
趙
王
倫
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
四
か
月
後
の

永
康
元
年
（
王
○
○
年
）
八
月
、
皇
弟
で
あ
る
津
南
王
允
は
導
管
倫
に
対
し
て
兵
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
詔
で
あ
っ
た
。

　
倫
既
に
墓
逆
の
志
有
り
、
允
陰
か
に
之
を
知
り
、
疾
と
称
し
て
朝
せ
ず
、
密
か
に
死
士
を
養
い
、
潜
か
に
倫
を
諌
す
る
を
謀
る
。
叢
叢
だ
之
を
減
り
、
転
じ

　
て
足
下
と
為
し
、
外
に
優
崇
を
示
す
も
、
実
に
其
の
兵
を
恋
う
な
り
。
允
疾
と
称
し
て
拝
せ
ず
。
倫
御
史
を
遣
わ
し
て
允
に
逼
り
官
属
以
下
を
収
め
、
劾
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す
る
に
大
逆
を
以
て
す
。
立
傘
り
、
詔
を
視
れ
ば
、
乃
ち
孫
秀
の
手
書
な
り
。
（
隅
晋
書
』
巻
六
四
武
十
三
王
伝
准
南
王
覇
条
）

　
趙
玉
里
は
自
身
の
男
殺
を
は
か
る
潅
南
王
允
に
対
し
、
御
史
を
派
遣
し
て
大
逆
の
罪
を
も
っ
て
弾
劾
す
る
が
、
そ
の
詔
を
見
た
准
南
正
編
は
、

そ
れ
が
趙
王
倫
の
属
僚
で
あ
る
孫
秀
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
、
こ
の
直
後
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
踏
み
切
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
善

南
王
允
の
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
直
接
的
な
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
御
史
の
携
え
て
き
た
詔
が
孫
秀
の
手
に
よ
る
こ
と
を
、
准
南
王
允
が
看
破
し

た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
当
時
孫
秀
が
詔
の
作
成
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
も
孫
秀
は
、
当
時
中
書
監
・
申
書
令
等
の

　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

聖
職
に
な
く
、
ま
た
こ
れ
ら
の
官
職
は
詔
の
起
草
で
あ
っ
て
、
詔
自
体
の
浄
書
ま
で
行
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ

は
孫
秀
に
よ
る
詔
の
偽
造
と
判
断
さ
れ
る
。

　
詔
の
真
偽
に
対
す
る
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
趙
王
倫
・
孫
秀
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、
准
南
王
允
は
詔
が
孫
秀
の

手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
た
後
、
挙
兵
し
て
趙
聖
算
の
打
倒
を
は
か
っ
た
。
准
南
王
允
は
准
南
国
兵
と
中
護
軍
垂
下
の
帳
下
兵
を

率
い
て
趙
王
倫
の
相
国
府
を
包
囲
す
る
。
さ
ら
に
准
南
王
允
の
こ
の
行
為
に
、
当
時
相
国
府
の
あ
っ
た
東
宮
に
て
、
太
子
左
衛
率
の
陳
徽
が
呼

　
　
⑦

応
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
甲
南
王
将
が
挙
兵
を
開
始
し
た
直
後
は
内
外
か
ら
攻
撃
を
被
り
、
絶
体
絶
命
の
状
況
に
あ
っ
た
趙
王
倫
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
当
時
侍
中
と
し
て
門
下
省
に
あ
っ
た
汝
陰
虚
慶
（
三
王
倫
の
子
）
が
、
私
党
で
あ
る
司
馬
督
質
量
胤
に
騎
兵
四
〇
〇
人
を
与
え
て
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

申
か
ら
准
南
王
允
の
も
と
へ
派
遣
し
、
伏
胤
が
空
盲
（
詔
が
書
か
れ
て
い
な
い
版
）
を
掲
げ
、
「
詔
有
り
て
准
南
王
宮
を
助
け
ん
」
と
言
う
と
、

串
本
王
允
は
陣
を
開
き
伏
胤
を
迎
え
入
れ
、
車
か
ら
降
り
詔
を
受
け
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
伏
胤
は
そ
こ
で
潅
南
薬
園
を
殺
害
し
、
反
乱
を
平
定

　
⑨

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
汝
陰
王
慶
と
地
響
は
、
詔
に
仮
託
し
た
重
版
に
よ
っ
て
准
南
王
允
の
油
断
を
誘
い
殺
害
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
頓
挫
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
や
そ
の
後
の
政
治
運
営
に
お
け
る
趙
王
倫
・
孫
秀
・
伏
胤
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
か
ら
共
通
し
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
詔
を
は

じ
め
と
す
る
文
書
の
真
偽
・
筆
跡
に
対
す
る
彼
ら
の
関
心
の
低
さ
で
あ
り
、
貰
后
が
楊
駿
・
汝
南
王
亮
・
衛
灌
に
対
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
や
そ
の

後
の
施
政
に
あ
た
っ
て
恵
帝
の
詔
（
手
詔
）
を
重
要
視
し
、
ま
た
慰
懐
太
子
廃
嫡
に
際
し
て
も
、
慰
懐
太
子
直
筆
の
祈
重
文
を
用
意
し
て
い
た
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西晋恵帝期の政治における責后と詔（田中）

の
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
最
初
の
ク
ー
デ
ダ
ー
に
お
い
て
趙
王
倫
が
詔
を
偽
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
貰
后
が

詔
の
伝
達
を
管
理
し
て
お
り
、
恵
帝
の
手
心
を
手
に
入
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
趙
王
倫
が
こ
う
し
た
手
法
を
用
い

て
頁
盾
を
廃
位
さ
せ
た
こ
と
は
、
詔
の
真
偽
や
内
容
に
関
係
な
く
、
そ
の
権
威
の
み
を
利
用
す
る
傾
向
を
生
み
、
恵
帝
を
実
質
的
に
偲
偶
に
し

う
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
孫
秀
に
よ
る
詔
の
偽
造
や
、
伏
胤
に
よ
る
空
版
使
用
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
後
も
行
わ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
青
紙
や
空
版
の
よ
う
な
、
そ
れ
が
詔
で
あ
る
こ
と
を
示
す
道
具
や
形
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
詔
の
内
容
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

筆
跡
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
現
象
は
、
直
接
的
に
は
聖
王
倫
・
孫
秀
ら
の
詔
に
対
す
る
意
識
の
結
果
と
し
て
発
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ

の
要
因
と
し
て
、
政
治
の
中
心
が
、
聖
王
倫
の
相
国
府
の
よ
う
な
、
外
部
の
公
府
・
軍
国
に
移
行
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
貰
后
時
代
の
政

治
は
、
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
詔
の
発
令
を
管
理
す
る
質
后
や
、
張
華
・
斐
顧
ら
の
朝
臣
が
参
加
す
る
朝
議
、
中
書
・
侍
中
な
ど
の
諸
官
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
鍵
層
倫
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
質
后
を
打
倒
し
、
そ
の
後
相
国
に
就
任
し
、
東
宮
に
相
国
府
を
開
設

　
⑪

し
た
。
以
後
の
政
治
に
お
い
て
も
、
趙
王
倫
の
他
、
中
央
に
お
け
る
斉
王
問
・
長
沙
王
又
、
地
方
に
お
け
る
成
都
王
穎
・
河
間
営
営
・
東
海
王

越
の
よ
う
に
、
宗
室
諸
王
の
公
府
・
軍
府
が
政
治
の
中
心
と
な
っ
た
。
例
え
ば
斉
王
間
は
、
趙
王
倫
を
倒
し
た
後
、
大
司
馬
と
な
り
、
皇
宮
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

匹
敵
す
る
規
模
の
大
司
馬
府
を
築
い
て
多
数
の
人
士
を
辟
召
し
、
入
朝
を
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
。
か
つ
て
重
要
な
役
翻
を
担
っ
た
朝
議
な
ど

は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
そ
の
比
重
が
小
さ
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
晋
書
』
巻
五
九
並
並
問
伝
に
、

　
殿
申
御
史
桓
豹
事
を
奏
し
、
先
に
問
の
府
を
経
ず
、
即
ち
之
を
考
童
す
。

と
あ
り
、
大
司
馬
府
を
経
由
せ
ず
に
直
接
上
奏
し
た
桓
豹
が
拷
問
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
斉
王
問
は
上
奏
を
全
て
先
に
大
司
馬

府
に
届
け
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
に
お
い
て
は
、
皇
帝
が
上
奏
を
受
け
そ
れ
に
対
す
る
裁
可
を
下
し
、
詔
を
発
し
て
臣
下
に
命
令
す
る
と

い
う
政
治
上
の
手
続
き
や
、
絶
対
的
な
権
威
と
い
う
も
の
が
、
体
制
に
と
っ
て
副
次
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
趙
山
鴬
の
相
国
時

代
に
、
准
南
王
允
の
挙
兵
を
、
伏
胤
の
空
版
に
よ
っ
て
平
定
し
た
の
も
、
涯
南
王
允
の
反
乱
が
突
発
的
に
起
こ
り
、
相
国
府
を
包
囲
さ
れ
、
趙
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王
倫
に
詔
を
入
手
す
る
機
会
・
手
段
が
失
わ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
府
・
軍
器
が
宮
中
の
外
に
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
お
こ
る
の
で
あ
り
、
外
部
に
公
府
・
軍
府
を
構
え
る
宗
室
諸
王
の
意
志
が
詔
と
い
う
形
で
百
官
に
伝
え
ら
れ
る
の
が
当
時
の
体
制

の
根
幹
で
あ
る
以
上
、
趙
王
卿
や
皆
瀬
ら
が
そ
の
真
偽
に
対
す
る
関
心
を
な
く
し
て
い
く
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
例
え
ば

准
南
王
允
の
挙
兵
の
よ
う
に
、
詔
の
偽
造
が
看
破
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
新
た
な
紛
争
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
趙
王
春
体
制
の
欠
陥
は
、
君
王
倫
が
永
康
二
年
（
三
〇
一
年
目
に
皇
帝
に
即
位
す
る
こ
と
に
よ
り
克
服
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
『
晋
童
昌
巻
五
九
趙
王
倫
伝
に
、

　
倫
の
詔
令
、
秀
軌
ち
改
革
し
、
与
奪
す
る
所
有
り
、
自
ら
青
紙
に
書
し
て
詔
と
為
し
、
或
い
は
朝
に
行
い
て
夕
に
警
む
る
者
は
幾
た
び
を
数
え
、
百
官
の
転

　
易
は
流
る
る
が
如
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
趙
王
倫
の
即
位
後
も
比
翼
は
詔
の
改
変
を
行
い
、
ま
た
青
紙
に
自
ら
書
し
て
詔
（
手
詔
）
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
倫

　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
字
を
識
ら
ず
、
孫
秀
は
文
才
を
も
っ
て
倫
の
側
近
と
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
倫
に
手
桶
の
作
成
が
で
き
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
年
寄
が

そ
の
代
行
を
つ
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
確
か
に
あ
っ
た
ろ
う
が
、
同
じ
く
『
晋
書
騙
趙
王
倫
伝
に
、
倫
の
相
国
時
代
の
こ
と

と
し
て
、

　
倫
素
よ
り
庸
下
に
し
て
、
智
策
無
く
、
復
た
秀
よ
り
制
せ
ら
れ
、
秀
の
威
権
朝
廷
に
振
る
い
、
天
下
皆
な
秀
に
雑
え
て
倫
に
求
む
る
無
し
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
に
即
位
以
前
よ
り
実
権
は
言
論
の
手
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
倫
の
即
位
後
に
お
い
て
も
、
孫
秀
が
倫

の
意
向
よ
り
も
自
ら
の
意
志
を
優
先
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
孫
秀
が
倫
の
詔
を
「
改
革
し
」
、
「
自
ら
青
紙
に
書
し
て
詔
と
為
し
」
た

と
す
る
、
さ
き
の
『
叢
書
』
趙
王
倫
伝
の
記
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
倫
の
相
国
時
代
に
お
い
て
早
く
も
実
権
を
真
秀
に
握
ら
れ
て
い
た
と
い

う
現
状
が
、
倫
の
即
位
後
に
お
い
て
も
孫
秀
に
よ
る
詔
の
改
変
や
手
詔
の
偽
造
を
継
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
孫
秀
に
よ
る
手
槍
の
偽
造
に
は
、
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る
。
孫
秀
は
自
ら
作
成
し
た
偽
の
手
詔
を
利
用
し
て
、
「
百
官
の
転
宿
」
を
行
う

な
ど
、
一
般
政
務
に
ま
で
手
詔
の
用
途
を
拡
大
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
形
的
に
は
皇
帝
個
人
が
手
函
を
逓
じ
て
行
政
機
構
内
の
構
成
員
を
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直
接
的
に
御
し
う
る
、
手
造
万
能
主
義
と
も
呼
べ
る
政
治
手
法
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
手
詔
は
、
孫
秀

に
よ
っ
て
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
体
制
は
実
質
的
に
は
倫
の
権
威
に
依
拠
し
た
、
孫
秀
の
独
裁
体
制
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
平
信
は

か
つ
て
詔
の
偽
造
に
よ
っ
て
潅
南
王
允
の
挙
兵
と
い
う
事
態
を
招
き
な
が
ら
、
そ
の
後
も
同
様
の
手
法
を
と
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
、
偽
造
が
発
覚
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
孫
秀
が
　
哀
し
て
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
元
康
年
間

の
賞
金
は
、
輿
論
の
動
向
を
意
識
し
、
反
対
派
に
対
す
る
優
位
の
確
保
を
心
が
け
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
直
筆
の
詔
や
文
書
を
利
用
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
孫
秀
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
配
慮
を
一
切
行
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
体
制
が
輿
論
と
の
兼
ね
合
い
を
意
識
せ
ず
、

遊
離
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
輿
論
に
対
す
る
貰
后
・
孫
秀
の
意
識
の
差
違
は
、
詔
や
そ
の
他
の
文
書
の
真
偽
に
対
す
る
姿
勢
の
相
違

か
ら
、
直
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

西晋恵帝期の政治における賃后と詔（田中）

①
　
　
呪
晋
書
㎞
巻
五
九
趙
駐
機
伝
、
㎎
資
治
通
鑑
』
巻
八
三
永
康
元
年
三
月
条
参

　
照
。

②
劇
論
書
㎞
巻
五
三
懲
懐
太
子
伝
参
照
。
な
お
『
購
書
』
思
立
恵
帝
紀
、
巻
五

　
三
沖
美
太
子
伝
は
こ
れ
を
警
護
に
よ
る
「
矯
認
」
の
上
で
の
行
動
と
す
る
が
、

　
そ
も
そ
も
こ
の
と
き
費
后
は
詔
の
伝
達
を
実
質
的
に
管
理
で
き
る
立
場
に
あ
り
、

　
あ
え
て
「
矯
詔
」
す
る
理
由
が
な
い
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
晋
轡
』
に
お

　
い
て
は
、
本
物
の
詔
を
用
い
た
萱
后
の
行
動
を
「
矯
詔
」
と
表
現
す
る
傾
向
が
あ

　
る
（
巻
四
恵
帝
紀
永
平
元
年
三
月
条
、
同
年
六
月
条
な
ど
）
。

③
開
晋
書
h
巻
五
九
趙
王
倫
参
照
。

④
　
趙
王
倫
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
原
動
力
と
し
て
は
、
さ
き
に
も
引
用
し
た
呪
晋
轡
㎞

　
巻
三
一
后
妃
伝
上
恵
質
皇
后
条
に
、
「
及
太
子
廃
瓢
、
趙
王
種
・
孫
秀
等
因
衆

　
怨
謀
欲
廃
后
」
と
あ
る
よ
う
に
、
門
衆
怨
」
、
す
な
わ
ち
質
后
に
対
す
る
輿
論
の
反

　
発
が
あ
っ
た
。
福
原
啓
郎
「
八
王
の
乱
の
本
質
扁
（
前
掲
）
参
照
。

⑤
『
国
書
』
巻
五
五
潜
岳
伝
に
は
、
「
及
趙
中
墨
輔
政
、
秀
為
中
書
令
。
岳
於
省

　
内
参
曇
日
、
噸
孫
令
薄
曇
秘
中
周
旋
不
㎞
。
虚
日
、
噸
中
心
蔵
之
、
侮
日
忘
之
臨
。
岳

於
是
自
知
不
免
」
と
あ
り
、
趙
王
倫
の
相
国
時
代
、
孫
秀
は
中
書
令
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
『
晋
書
』
巻
六
四
武
十
三
王
伝
准
南
王
允
条
に
、

准
南
王
允
の
挙
兵
時
の
こ
と
と
し
て
、
「
…
…
太
子
左
率
陳
買
置
東
富
兵
鼓
諜
於

内
以
応
、
丁
半
陳
於
承
認
門
前
、
罵
弩
斉
発
、
梨
地
、
飛
矢
雨
下
。
：
…
徽
兄
潅

時
流
中
書
令
、
遣
鷹
鵬
虞
幡
以
解
闘
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
中
書
令
は
陳
準

（
文
申
に
は
「
徽
兄
准
」
と
あ
る
が
、
胡
三
省
は
、
「
前
有
中
書
令
陳
準
、
『
涯
』
、

蓋
『
準
』
之
誤
也
」
（
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
三
永
康
元
年
八
月
極
上
注
）
と
、
陳

潅
は
陳
準
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
拒
止
咽
晋
書
校
勘
記
励
巻
三
も
同
様
に
解

釈
す
る
）
で
あ
っ
た
。
孫
秀
と
中
書
省
内
で
会
話
し
た
播
岳
は
、
石
崇
・
欧
陽
建

と
と
も
に
、
孫
秀
よ
り
濫
南
王
允
の
反
乱
に
荷
担
し
た
と
さ
れ
、
族
謙
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
華
南
王
允
の
ク
ー
デ
タ
ー
失
敗
の
後
の
こ
と
で
あ
る
（
『
資
治
通
鑑
』
巻

八
三
永
康
元
年
八
月
条
）
。
ま
た
陳
準
は
明
晋
書
画
巻
四
恵
帝
紀
永
康
元
年
入

月
条
に
よ
れ
ば
、
潅
南
王
立
の
ク
ー
デ
タ
ー
直
後
に
お
い
て
既
に
光
禄
大
夫
と
な

っ
て
い
た
。
以
上
の
諸
史
料
の
内
容
を
整
合
さ
せ
る
と
、
准
南
王
允
の
ク
ー
デ

タ
ー
以
前
の
中
書
令
は
陳
準
で
あ
り
、
平
定
の
直
後
陳
準
は
中
書
令
の
職
を
解
か
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れ
、
代
わ
っ
て
孫
秀
が
中
書
令
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
澹
南

　
王
事
の
挙
兵
当
時
、
孫
秀
は
ま
だ
中
事
令
で
は
な
い
。

⑥
中
書
監
・
中
書
令
の
職
権
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
祝
総
斌
『
両
漢
魏
晋
南
北
朝

　
宰
相
制
度
研
究
㎞
（
前
掲
）
三
三
七
～
三
四
三
頁
参
照
。

⑦
咽
晋
書
㎞
巻
六
四
武
十
三
王
伝
准
南
王
允
条
参
照
。

⑧
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
三
永
興
元
年
八
月
心
心
注
「
空
軍
、
星
章
詔
之
版
。
本

　
無
詔
書
、
而
別
防
空
紅
雲
之
以
出
色
扁
。

⑨
興
講
書
㎞
巻
六
四
武
十
三
王
伝
華
南
王
允
条
参
照
。

⑩
前
述
の
通
り
、
手
得
の
場
合
に
は
青
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
も
、

　
欄
鐘
堂
書
紗
』
巻
～
〇
五
の
注
に
引
く
『
晋
八
王
故
事
睡
に
、
蕩
陰
の
戦
い
の
後
、

　
恵
帝
が
張
扇
（
壁
間
王
顯
の
部
将
）
に
よ
り
長
安
に
連
行
さ
れ
る
と
き
の
こ
と
と

　
し
て
、
「
上
製
青
筒
国
記
中
書
日
、
『
朕
二
不
二
、
不
堪
出
也
㎞
」
と
あ
る
よ
う
に
、

　
年
齢
は
「
青
筒
詔
」
を
発
し
て
い
る
。
他
に
類
例
が
な
い
た
め
推
測
す
る
し
か
な

　
い
が
、
恐
ら
く
は
詔
（
手
詔
？
）
を
青
色
の
筒
に
入
れ
て
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
当
蒔
、
皇
帝
直
々
の
意
志
伝
達
の
場
合
に
は
、
特
に
青
と
い
う
色
が
重
視
さ
れ
、

　
青
色
の
紙
や
筒
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
趙
王
倫
ら
に
よ
る
詔
の
偽
造
も
、
こ

　
う
し
た
特
徴
を
利
用
し
て
そ
の
信
活
性
を
高
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑪
そ
も
そ
も
趙
王
倫
は
、
噸
資
治
通
鑑
』
巻
八
四
永
寧
元
年
正
月
条
脚
注
に
「
時

　
倫
以
東
宮
為
相
国
府
、
謂
禁
中
為
西
宮
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
宮
を
相
国
府
と
し

　
て
お
り
、
ま
た
買
后
死
後
の
永
康
元
年
（
三
〇
〇
年
）
五
月
に
慰
懐
太
子
の
子
の

　
臨
涯
王
臓
が
皇
太
孫
に
立
て
ら
れ
た
と
き
、
自
ら
太
孫
太
宗
を
兼
ね
た
後
、
新
た

　
に
柵
立
さ
れ
た
皇
太
孫
戯
と
と
も
に
東
宮
に
入
っ
て
い
る
（
魍
血
書
㎞
巻
五
三
慰

　
懐
太
子
伝
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
盗
時
の
趙
三
二
の
権
力
と
権
威
の
強
化
に
、
東
宮

　
と
皇
太
孫
誠
の
存
在
が
深
く
関
係
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
西
晋
に
お

　
け
る
東
宮
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
晋
の
東
宮
と
外
戚
楊
氏
」
（
噸
東
洋

　
史
研
究
㎞
六
八
－
三
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫
　
　
『
晋
省
瞬
巻
五
九
斉
王
問
伝
、
巻
八
八
孝
友
伝
嘆
蓑
条
参
照
。
な
お
、
『
三

　
国
書
』
巻
一
魏
書
武
帝
紀
注
所
引
『
（
魏
晋
）
世
語
』
に
、
「
旧
制
、
三
公
領
兵

　
入
見
、
皆
交
戟
内
灘
而
前
。
初
、
分
引
討
張
繍
、
入
観
天
子
、
時
始
業
此
制
。
公

　
節
事
不
復
朝
見
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
筆
画
裕
仁
「
漢
魏
の
都
城
『
許

　
昌
海
」
（
『
法
政
史
学
㎞
六
二
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
こ
の
復
制
は
臣
た
る
曹
操
へ

　
の
威
圧
・
牽
制
で
あ
り
、
朝
廷
内
は
曹
操
と
い
え
ど
も
身
辺
の
危
険
性
を
予
感
さ

　
せ
る
空
間
で
あ
っ
た
と
す
る
。
趙
県
勢
は
相
国
就
任
と
同
時
に
兵
｝
万
入
を
配
備

　
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
が
外
部
に
公
府
を
置
い
た
理
由
の
一
つ
に
、
安
全
確
保

　
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑬
凹
晋
轡
騒
巻
五
九
趙
劇
画
伝
参
照
。

⑭
『
世
説
新
語
』
賢
媛
篇
注
所
引
綿
晋
諸
公
賛
㎞
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
こ
ま
で
恵
帝
即
位
以
後
、
趙
王
倫
の
即
位
に
至
る
ま
で
の
政
治
史
を
通
観
し
て
き
た
。

　
前
半
期
に
お
け
る
皇
盾
（
皇
太
后
）
・
外
戚
の
政
治
は
、
主
に
恵
帝
や
、
彼
の
書
く
手
相
の
権
威
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
。
本
来
魏
晋
に
お
け

る
手
詔
は
、
皇
帝
が
朝
臣
に
対
す
る
訓
示
・
戒
告
な
ど
を
行
う
際
に
用
い
ら
れ
た
が
、
皇
帝
が
危
篤
や
統
治
能
力
の
欠
如
な
ど
で
政
務
を
と
る



西晋恵帝期の政治における賢后と詔（田中）

こ
と
が
困
難
な
場
合
、
側
近
な
ど
が
皇
帝
に
手
鼻
の
作
成
を
強
い
て
政
敵
の
免
官
な
ど
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
質
后
は
こ
れ
を
利
用
し
、
楊

駿
や
汝
南
王
亮
・
衛
星
と
い
っ
た
人
物
を
殺
害
し
、
実
権
を
掌
握
す
る
。
元
康
年
間
（
二
九
一
～
二
九
九
）
に
は
、
魏
晋
期
を
通
じ
て
官
僚
・
貴

族
の
政
治
空
間
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
朝
議
や
会
議
、
中
書
・
侍
中
な
ど
の
諸
官
が
政
府
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た
が
、
頁
后
は
恵
帝
の
詔

（
底
面
）
の
発
令
権
を
実
質
的
に
掌
握
し
、
ま
た
、
外
戚
・
指
墨
な
ど
を
重
用
し
て
、
朝
臣
に
対
す
る
優
位
を
確
保
し
、
輿
論
の
動
向
を
意
識

し
つ
つ
、
自
己
の
主
導
権
を
確
立
し
た
。
し
か
し
賢
后
は
、
詔
を
偽
造
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
趙
五
倫
に
倒
さ
れ
、
以
後
、
恵
帝
は
そ

の
権
威
の
み
が
注
目
・
利
用
さ
れ
る
存
在
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
聖
帝
期
以
降
の
手
詔
の
用
途
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
と
、
武
帝
期
に
お
い
て
は
、
手
詔
は
一
般
的
に
皇
帝
か
ら
朝
臣
に
対
す
る
訓
示
・
戒

告
の
た
め
に
発
さ
れ
た
が
、
恵
帝
の
即
位
以
後
、
皇
后
（
皇
太
后
）
・
外
戚
に
よ
り
政
敵
の
免
官
・
討
伐
を
目
的
と
し
て
利
用
さ
れ
、
次
に
趙
王

倫
・
孫
秀
の
詔
の
偽
造
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
と
政
敵
排
除
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
聖
王
倫
の
即
位
後
、
着
手
に
よ
っ
て
再
び
手
詔
が
偽
造
さ
れ
、

一
般
政
務
の
運
営
に
ま
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
手
管
の
用
途
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
皇
帝
個
人
の
権
威
が
直
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
う

る
範
囲
は
拡
大
し
た
が
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
政
治
か
ら
皇
帝
が
次
第
に
離
れ
て
い
く
結
果
を
招
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
詔
の
表
す
皇
帝
の
権
威

が
政
治
運
営
に
お
い
て
絶
大
な
効
力
を
も
っ
て
い
た
一
方
で
、
皇
帝
の
主
体
的
意
志
が
、
政
治
運
営
に
反
映
さ
れ
に
く
く
な
り
、
単
な
る
象
徴

と
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
竪
琴
の
死
に
よ
り
詔
の
偽
造
が
横
行
し
た
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
皇
帝
（
皇
帝
）
が
詔
（
手
操
）
を
作
成
し
た
り
、
会
議
に
お

い
て
裁
可
を
下
す
と
い
う
行
為
・
手
続
き
を
重
視
し
て
い
た
頁
盾
の
方
針
が
、
政
治
に
お
け
る
皇
帝
（
聖
帝
）
の
最
低
限
の
役
割
を
守
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
買
后
が
手
懸
に
よ
っ
て
行
政
機
構
を
飛
び
越
え
、
直
接
的
に
軍
に
命
令
を
下
し
て
動
員
し
、

ク
ー
デ
タ
ー
や
政
敵
の
討
伐
を
行
っ
た
こ
と
は
、
趙
王
倫
や
孫
秀
に
よ
る
詔
の
偽
造
の
よ
う
な
、
皇
帝
の
権
威
の
み
を
利
用
す
る
傾
向
を
生
み

出
す
そ
も
そ
も
の
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
恵
帝
の
即
位
か
ら
趙
王
倫
の
即
位
ま
で
の
約
一
〇
年
間
に
お
け
る
政
治
史
を
分
析
し
、
苗
貝
后
・
趙
王
倫
な
ど
の
実
権
者
と
恵
帝
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の
関
係
を
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
以
後
の
政
治
史
に
お
い
て
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
政
治
的
傾
向
が
連
続
す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
、
別
に
検
討
が
必
要
と
な
る
。
趙
王
倫
の
体
制
は
、
許
昌
に
出
置
し
て
い
た
斉
王
問
が
各
地
に
撒
を
発
し
て
趙
王
倫
打
倒
の
兵
を
挙

げ
、
こ
れ
に
成
都
王
穎
（
鄭
に
鋼
製
）
ら
の
宗
室
諸
王
や
そ
の
他
の
州
都
督
・
州
刺
史
な
ど
の
地
方
官
が
顎
堤
し
て
洛
陽
に
進
攻
、
さ
ら
に
戦

闘
の
最
中
の
中
央
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
、
趙
王
倫
は
退
位
し
死
を
賜
り
、
恵
帝
は
復
位
す
る
。
こ
れ
以
後
の
政
治
（
八
王
の
乱
）
は
、
依

然
と
し
て
地
方
に
留
ま
っ
た
ま
ま
の
成
都
王
穎
ら
の
宗
室
諸
王
と
中
央
政
府
の
対
立
、
あ
る
い
は
地
方
の
宗
室
諸
王
同
士
の
対
立
が
主
な
構
図

と
な
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
恵
帝
の
権
威
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
諸
勢
力
の
軍
事
力
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
単
純
に
恵
帝

や
中
央
政
府
の
動
向
の
み
を
材
料
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恵
帝
の
治
世
後
半
の
政
治
史
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ

と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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Empress　Jia　and　lmperial　Edicts　during　the　Reign　of　Emperor　Hui

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Western　Jin　Dynasty

by

TANAKA　Kazttki

　　In　regards　to　the　political　history　of　Emperor　Hui恵帝of　the　Western　Jin，

studies　of’　the　what　has　come　to　be　called　the　Wars　of　the　Eight　Princes，

which　broke　out　during　the　same　period，　have　comprised　the　main　cttrrent

of　scholastic　interest，　and　scholarship　devoted　to　the　political　history　of

Emperor　Hui’s　reign　has　not　been　conducted．　This　study　analyzes　the

political　history　of　the　first　half　of　Emperor　Hui’s　reign　（291－300）　when　his

empress，　Empress　Jia質后，　held　great　influence　with　the　aim　of　clarifying

the　relationship　between　Empress　Jia　and　the　imperial　edicts　that　embodied

Emperor　Hui’s　authority　and　the　details　of　Empress　Jia’s　political　maneuvers

and　their　significance．

　　First，　1　confirmed　the　actions　of　Empress　Jia　in　the　politlcal　upheaval　of

291，　the　year　after　the　enthronement　of　Emperor　Hui，　which　served　as　the

opportunity　for　the　Empress　to　gain　a　grip　on　power　and　the　method　of　the

coup　d’etat．　Empress　Jia　moved　troops　using　an　imperial　edicts　written　by

Emperor　Hui　himself　and　murdered　ministers　Yang　Jun楊駿，　Prince　Liang

of　Ru’nan越南王亮（Sima　Liang）and　Wei　Guan衛理．　Edicts　in　the　hand　of

the　emperor　himself　were　originally　employed　to　admonish　ministers，　but

after　matemal　relatives　Yang　Jun　and　the　Empress　Dowager　Yang楊太后

had　seized　the　reins　of　power，　imperially　drafted　edicts　came　to　be　used　for

the　purpose　of　mobilizing　troops　and　eliminating　political　foes．　Empress　Jia

used　imperial　edicts　to　grasp　political　power，　but　the　nature　of　the　edicts

（edicts　in　the　imperial　hand）　was　thereby　altered．　Next　1　examined　the

politics　of　Empress　Jia　from　Yuankang元康1（291）through　Yongka薮g永康1

（300）．　This　was　not　a　period　during　which　Empress　Jia　exercised　despotic

rule，　and　there　was　a　significant　number　of　court　councilors　like　Pei　Wei　X

tw　in　the　anti－Empress　Jia　faction．　ln　opposition　Empress　Jia　promoted

maternal　relatives　and　eunuchs，　and　by　managing　the　issuance　of　imperial

edicts　she　was　able　to　secure　a　position　of　relative　superiority　over　the
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councilors．　Empress　Jia　placed　irr｝portance　on　Emperor　Hui’s　authority　and

the　form　and　political　procedures　for　ordering　the　composition　of　edicts　as

necessary　elements　iB　building　her　political　superiority．

　　Empress　Jia．was　deposed　in　the　coup　d’6tat　of　Prince　Lun　of　Zhao面出倫

（Sima　Lun）　in　Yongkang　1　（300）　and　then　murdered．　Prince　Lun　of　Zhao

mobilized　troops　with　an　edict　that　he　had　forged　and　carried　out　the　coup

d’etat，　and　thereafter　employed　forged　imperial　edicts　（edicts　in　the　hand　of

the　emperor）　iR　conducting　politica｝　affairs．　The　coup　d’etat　of　Prince　Lun　bf

Zhao　was　the　turning　point　after　which　the　emperor　was　completely　reduced

to　a　figure　of　authority　without　power．　Emphasizing　this　point　alone，　it　is

possible　to　appreciate　that　fact　that　Empress　Jia　secured　the　minimum

political　role　and　authority　of　Emperor　Hui　that　was　embodied　in　the

imperial　edicts，　but　Empress　Jia　had　previously　overriddeR　the　documentary

administration　by　using　imperial　edicts　and　issuing　orders　directly　to　the

troops，　mobilizing　them　and　carrying　out　a　coup　d’etat，　and　this　was　the

cause　of　the　trend　to　expioit　the　authority　of　Emperor　Hui　alone，　as　did

Prince　Lun　of　Zhao．

Rethinking　Civil　Service　Reform　in　Late－19th　Century　England：

　　　　　Differing　Views　of　the　Members　of　the　Commissions

　　　　　　　　　　　　　　　of　lnquiry　and　Civil　Servants

by

MIZUTA　Tomonori

　　This　article　examines　the　proposals　of　the　members　of　the　commissions　of

inquiry　for　civil　service　reform　and　the　reaction　of　civil　servants　in　order　to

clarify　the　social　mechanism　that　sustained　the　gradual　improvement　and

reform　of　the　bureaucracy　in　late－19th　century　England．

　　Civil　service　reform　had　been　recommended　by　S．　Northeote　and　C．　E

Trevelyan　in　1853，　and　concrete　proposals　were　made　by　the　Playfair

Commission　in　1870s　and　by　the　Ridley　Commission　between　the　1880s　and

1890s．　Both　commissions　held　interviews　with　maRy　witnesses，　including

civil　servants，　and　analyzed　the　issues　concerning　government　bureaucracies

in　order　to　resolve　the　issues．　The　newspapers　reported　the　commissioners’
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